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【投資者に対する注意事項】

１．TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含んでいる場合

があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格

の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情報により公表

された情報を慎重に検討したうえで投資判断を行う必要があります。特に、「第一部 第３ ４【事業等のリス

ク】」において公表された情報を慎重に検討する必要があります。

２．発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法(以下「法」という。）第21条第１項第

１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者）をいう。）は、発行者情報

のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要

な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価

証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただ

し、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたと

きは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な

注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いません。

３．TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融商品市場に適

用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいては、J-Adviserが重要な役割を

担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例（以下「特例」とい

う。）に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適

格性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、

東京証券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要があります。

４．東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤解

を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限られま

せん。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。
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第一部 【企業情報】

第１ 【本国における法制等の概要】

該当事項はありません。
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第２ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次 第60期 第61期 第62期

決算年月 2023年７月 2024年７月 2025年７月

営業収益 (百万円) 5,860 6,891 7,156

経常利益 (百万円) 388 395 846

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) 225 697 402

包括利益 (百万円) 269 828 359

純資産額 (百万円) 3,467 3,860 3,891

総資産額 (百万円) 38,393 43,863 41,772

１株当たり純資産額 (円) 2,230.42 3,023.59 3,354.73

１株当たり配当額
普通株式
Ｃ種優先株式
(うち１株当たり中間配当額)
(普通株式)
Ｃ種優先株式)

(円)

10
164,300

(-)
(-)

10
165,100

(-)
(-)

10
208,000

(-)
(-)

１株当たり当期純利益金額 (円) 200.49 674.24 383.49

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

(円) － － 310.54

自己資本比率 (％) 9.0 8.8 9.3

自己資本利益率 (％) 6.5 19.0 10.4

株価収益率 (倍) － － 5.2

配当性向 (％) 5.0 1.5 2.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,399 △3,780 3,927

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △8 110 △23

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △113 3,556 △1,997

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 1,903 1,790 3,696

従業員数
〔外、平均臨時雇用人員〕

(名)
351

〔56〕
328

〔46〕
305

〔40〕

(注) １．2023年10月27日開催の株主総会決議により、2023年11月７日付で普通株式400株につき１株の割合で株式併

合を行っております。また、2024年２月16日付で普通株式１株につき400株の割合で株式分割を行っており

ます。このため、第60期の期首に当該株式併合及び株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び

１株当たり当期純利益金額を算定しております。

２．普通株式に係る１株当たり当期純利益金額についての詳細は、「第６ 経理の状況 連結財務諸表等 注記

事項(１株当たり情報)」に記載のとおりであります。

３．第60期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第

61期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

４．株価収益率については、第60期及び第61期は当社株式が非上場であったため記載しておりません。
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５．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は平均人員を〔 〕内に外数で記載しております。

６．第60期の連結財務諸表については、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第110条第５項の規

定に基づき太陽有限責任監査法人による監査を受けております。また、第61期及び第62期の連結財務諸表に

ついては、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第３項の規定に基づき太陽有限責任

監査法人による監査を受けております。
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２ 【沿革】

当社は、1963年８月に米子市において、クーポンによる月賦販売を目的としていた市内の複数の事業者を出資者と

して、現在の株式会社トワライズの前身である「米子信用販売株式会社」を発足しました。

その後、1967年９月に商号を「山陰信販株式会社」に変更し、全国信用販売事業連合会（後の一般社団法人日本ク

レジット協会）に加盟し、専門店、小売店とも加盟店契約を締結するなど、業容拡大し、鳥取県・島根県両県を基盤

として事業展開するに至りました。

当社は、2023年に創立60周年を迎えたのを契機とし、新たな名前でさらなる成長を遂げたいという未来への想いを

込め、2024年７月に商号を「株式会社トワライズ」に変更しました。

なお、現在の主力取引金融機関である株式会社山陰合同銀行の当社への出資の起源は、1985年３月に当社がしまね

信販株式会社を吸収合併し同社の全株主に対して新株式の割当てを行った際に、同行へも割当てを行ったことであり

ます。

現在の企業集団に至るまでの経緯は、次のとおりであります。

年月 概要

1963年８月 米子信用販売株式会社設立

1964年８月 米子信用販売株式会社を山陰信用販売株式会社へ商号変更

1967年９月 山陰信用販売株式会社を山陰信販株式会社へ商号変更

1978年７月 ホテルわこうオープン

1985年３月 しまね信販株式会社を吸収合併、株式会社サンメディア設立

1985年７月 太陽信販株式会社を吸収合併

1996年３月 株式会社テレプラザ設立

2000年５月 ホテル部門を分離独立し、株式会社ホテルわこう設立

2000年７月 第三者割当増資実施

2012年５月 株式会社わこう介護サービス設立

2017年９月 山陰信販 東京支店開設

2019年７月 山陰信販 名古屋支店、札幌支店開設

2020年８月 株式会社サンメディア吸収合併

2020年11月 株式会社ＦＣパートナーズグループ会社化

2021年７月 大宮サービスデスク開設

2022年３月 ビジネス特許取得「債権ファクタリング支援システム」

2022年８月 東京に戦略営業部設置

2023年２月 Pays UP!（給与前払いサービス）導入

2024年７月 山陰信販株式会社を株式会社トワライズへ商号変更、東北支店開設

2024年10月 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに株式を上場
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社４社により構成されております。主な事業内容、当社グループにおける各社

の位置づけは次のとおりであります。

セグメント 事業内容 会社名

信販事業 個別信用購入あっせん、包括信用購入あっせん、

融資、信用保証（オートローン、フリーローン）

株式会社トワライズ

携帯電話事業 ドコモショップ（７店舗運営） 株式会社テレプラザ

その他事業 ホテル事業 株式会社ホテルわこう

障がい福祉事業 株式会社わこう介護サービス

自社クレジット事務代行事業 株式会社ＦＣパートナーズ

トランザクション事業、システム関連事業 株式会社トワライズ

(1) セグメント内容

① 信販事業

ａ 個別信用購入あっせん

当社の加盟店が不特定の消費者に割賦販売を行う場合、当社が信用調査のうえ承認した顧客に対してその

代金を顧客に代わって加盟店に立替払いし、顧客から約定の分割回数により立替代金の回収を行います。

ｂ 包括信用購入あっせん

当社が信用調査のうえ承認した顧客（以下「会員」という）にクレジットカードを発行し、会員は当社の

加盟店で、そのカードを呈示することにより、商品の購入又はサービスの提供を受けることができます。そ

の代金は当社が会員に代わって加盟店に立替払いし、会員から約定の分割回数により立替代金の回収を行い

ます。

これら会員の募集形態については、加盟店の顧客に対して加盟店固有のカードとして発行する提携カード

があります。

ｃ 融資

当社のクレジットカードに付帯するキャッシングサービス及び融資専用カードとしてのローンカードがあ

り、会員の信用状況に応じて提携金融機関のＡＴＭ等により融資を行い、会員からは融資額をリボルビング

払い若しくは翌月一括払いにより回収します。

ｄ 信用保証

消費者が提携金融機関から自動車の購入資金等を借り受けるにあたり、当社が信用調査を行い承認した顧

客に対して、その債務を保証するものです。

② 携帯電話事業

当社の子会社である株式会社テレプラザが、株式会社ＮＴＴドコモとの代理店契約に基づき、顧客に対し、

同社が提供する通信サービスの利用契約の取次と携帯端末の販売を行っております。

③ その他事業

当社では、信販事業とは別に、ファクタリングや給与前払いサービスを中心としたトランザクション事業、

システム機器やプログラムプロダクト等の販売やテナントの貸出提供を行っております。

その他、株式会社ホテルわこうでは、ホテル運営を通じたサービス、株式会社わこう介護サービスでは障が

い福祉施設等を通じたサービス、株式会社ＦＣパートナーズでは、販売店が自ら決めた分割払いの条件で商品

やサービスを販売する仕組み「自社割賦」の事務代行サービスを提供しております。
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(2) 事業系統図

① 全体図

② 主要事業内容別の系統図

ａ 信販事業 個別信用購入あっせん
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ｂ 信販事業 包括信用購入あっせん

ｃ 信販事業 融資（カードキャッシング）

ｄ 信販事業 信用保証
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ｅ 携帯電話事業
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

(連結子会社４社)

鳥取県米子市 30
携帯電話事
業

100.0
役員の兼任
賃貸借契約株式会社テレプラザ

(注)２．４

株式会社ホテルわこう 鳥取県米子市 20 ホテル事業 100.0
役員の兼任
賃貸借契約

株式会社わこう介護サー
ビス

鳥取県米子市 35
障がい福祉
事業

100.0
役員の兼任
賃貸借契約

株式会社ＦＣパートナー
ズ

東京都中央区 6
自社クレジ
ット事務代
行事業

100.0
役員の兼任
賃貸借契約

(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載の名称を記載しています。

２．特定子会社であります。

３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４．株式会社テレプラザについては、営業収益（連結会社相互間の内部営業収益を除く。）の連結営業収益に占

める割合が10％を超えております。当該会社の当連結会計年度の主要な損益情報等は次のとおりです。

主要な損益情報等

① 営業収益 2,986百万円

② 経常利益 228百万円

③ 当期純利益 147百万円

④ 純資産額 567百万円

⑤ 総資産額 978百万円
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2025年７月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

信販事業 154〔13〕

携帯電話事業 67〔11〕

その他 45〔16〕

全社(共通) 39〔 0〕

合計 305〔40〕

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パート及びアルバイト社員）は、最近１年間の平均人員を

〔 〕外数で記載しております。

２．全社(共通)として記載されている従業員数は、提出会社の管理部門に所属する、事業セグメントに区分でき

ない従業員数であります。

(2) 発行者の状況

2025年７月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

206〔13〕 44 14 4,149

セグメントの名称 従業員数(名)

信販事業 154〔13〕

その他 13〔 0〕

全社(共通) 39〔 0〕

合計 206〔13〕

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パート及びアルバイト社員）は、最近１年間の平均人員を

〔 〕外数で記載しております。

２．全社(共通)として記載されている従業員数は、提出会社の管理部門に所属する、事業セグメントに区分でき

ない従業員数であります。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありませ

ん。
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第３ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の回復などを背景に、緩やか

な回復基調で推移いたしました。しかしながら、先行きについては、米国の通商政策の影響による景気下振れリス

クに留意する必要があります。加えて、物価上昇の継続が、消費者マインドの下押し等を通じて、個人消費に及ぼ

す 影響も懸念されており、依然として不透明な状況が続いております。

当社グループが属する信販業界においては、物価上昇により家計の負担が増大し、延滞率の上昇につながるなど

信用リスクが一部顕在化しています。また、金融市場の変動等の影響により、今後の資金調達コストも更に増加す

るものと考えられ、十分な注意が必要であると認識しております。また、携帯電話業界においても、少子化の影響

による新規契約数の伸び悩みに加え、通信料以外のサービス充実度を巡るキャリア間の競争が激化するなど、厳し

い経営環境が続いております。

そのような中、コストアップに耐え得る企業体質を構築するため、強固な利益基盤を確立させる事業戦略を推進

してまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の営業収益は7,156百万円（前期比3.8％増加）、営業利益は758百万円（前期比

109.2％増加）、経常利益は846百万円（前期比113.9％増加）となりました。

また、親会社株主に帰属する当期純利益は402百万円（前期比42.3％減少）となりました。

当連結会計年度におけるセグメント別の経営成績は、以下のとおりであります。

① 信販事業

2024年10月にTOKYO PRO Marketへの上場を果たし、企業ガバナンス体制の確立を進めました。また、収益基盤を

確立させる事業戦略として、高利回りが期待できる専門サービス分野の拡販を更に推進するとともに、低採算事業

の見直しを進め、利率引き上げ交渉による個社別採算の改善及びＪＣＢ国際ブランドカードの廃止など、収益力向

上に向けた事業ポートフォリオの組み換え、並びに債権内容の良質化を目的とした与信の厳格化を実施いたしまし

た。これらの結果、営業収益は3,668百万円（前期比1.2％増加）、セグメント利益は499百万円（前期比149.3％ 増

加）となりました。

② 携帯電話事業

地域パートナーとの連携によるドコモ経済圏の拡大を図るとともに、収益貢献度の高い活動へリソースを重点的

に投入し、家族単位での『顧客基盤拡大・堅持』と総合ＡＲＰＵ（加入者１人当たりの平均売上）の向上に努めま

した。さらに、将来の携帯端末の総販売台数増加を見据えた『カエドキプラン24』の提案を徹底することで、他キ

ャリアへの流出抑止にも取組みました。これらの結果、営業収益は2,986百万円（前期比11.8％増加）、セグメント

利益は227百万円（前期比29.3％増加）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は前連結会計年度末に比べ

1,906百万円増加し、3,696百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は3,927百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益547百万円、売上

債権の減少2,425百万円、未収入金の減少1,482百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は23百万円となりました。これは主に有形固定資産及び無形固定資産の取得による

支出31百万円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は1,997百万円となりました。これは主に短期借入金の返済による支出等によるもの
です。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループは、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため記載は省略しております。

(2) 受注実績

当社グループは、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため記載は省略しております。

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

信販事業 3,668 101.2

携帯電話事業 2,986 111.8

その他 501 84.4

合計 7,156 103.8

(注) １．セグメント間取引については相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

株式会社ＮＴＴドコモ 2,168 31.5 2,447 34.2
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３ 【対処すべき課題】

当社グループにおいては、以下の事項について対処すべき課題と認識しております。

(1) 事業戦略について

① 信販事業

信販事業については、持続的成長を支える経営基盤を一層強固なものとすべく、低収益事業の縮減に合わせ

て、成長領域への資源集中を引き続き推進し、安定した利益構造を確立していく必要があります。よって、旧

来の営業スタイルを抜本的に見直し、マーケティング戦略を取り入れるとともに、それを支えるインサイドセ

ールス、フィールドセールスを効果的に連携させることで、顧客ニーズに的確に応える営業体制を構築いたし

ます。さらに、全社的な組織体制の見直しも進め、より効率的かつ持続的な成長を可能とするため、経営基盤

の強化に努めてまいります。また、積極的な人材投資を通じて人材の確保・育成に注力し、多様な人材が能力

を最大限発揮できる組織風土の醸成を進めてまいります。さらに、次世代リーダーの育成も同時に進め、人材

層の厚みを増し、持続的な成長へとつなげてまいります。

これらを踏まえ、以下の課題に取組んでまいります。

ａ ＳＸ（セールス・トランスフォーメーション）推進による営業スタイルの抜本的改革

営業組織の生産性向上を図るため、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールスの各機能

強化に向けた体制を構築し、顧客獲得戦略の立案と実践に取組みます。

ｂ 新商品開発・新規事業開拓等の事業戦略推進

新商品・新規事業の研究・開発に努めるとともに、マーケットインによるＵＩ・ＵＸ向上など商品力のア

ップを図ります。また、Ｍ＆Ａによるパートナーシップを活用した事業領域の拡大を目指します。

ｃ 企業価値向上へのブランド・イメージ戦略実行と社内機構改革

広報戦略の実行により、経営理念や大切にする価値観、及び当社の魅力や独自性を社会に浸透させ、他社

と差別化したブランド・イメージの確立を図ります。

また、営業スタイル改革に連動させたフロント・オフィス業務体制の最適化により効率性と生産性を高め、

経営資源の最適配置を実現することで、持続的な成長基盤を構築します。

ｄ アグレッシブな企業文化を吹込む人事制度改革

目標管理における定量化による公平・公正な評価の実現等を目的とした人事制度改革を行い、個々のモチ

ベーション・エンゲージメントの向上を図ります。

ｅ ＤＸ推進による業務インフラの高度化

ＤＸ人材の育成に注力するとともに、推進事業におけるオペレーションの生産性向上を図るため、業務フ

ローの見直しとＡＩ活用による業務インフラの高度化など、業務の効率化を推進します。

② 携帯電話事業

携帯電話事業については、引き続きドコモ経済圏の拡大を図るべくｄカード×ｄ払いの利用促進活動に注力

し、決済額の拡大を目指してまいります。また、店頭オペレーションの改善に向けては顧客の受入数の最大化

を進めるとともに、顧客接点の拡大を図り、１台で完結可能な新システムによるオペレーションを早期に構築

することで、応対効率化と品質向上を実現し、最高のＣＸ（カスタマーエクスペリエンス）の提供を目指して

まいります。

(2) コンプライアンスの徹底・強化について

コンプライアンスは会社存続に関わる深刻で本質的な課題であることを十分認識し、当社グループにおいては、

内部管理体制の強化に努めるとともに、一人ひとりの当事者意識と責任感、風通しの良い職場環境など、意識・風

土面での醸成が欠かせません。

こうした役職員全員の意識レベルを高めて維持する取組みをたゆまず継続していく必要があります。具体的には

以下の取組みを進めます。

① 当社グループ各社において、リスク・コンプライアンス管理規程等に則った継続的なコンプライアンス研修な

どを実施することにより、全役職員の意識向上を図ります。

② 当社グループ内で想定されるリスクを管理し適切にコントロールすべく、各部署・グループ会社ごとに、リス

ク事象ごとのリスク評価と対応策を洗い出し、毎期、その対策の進捗状況などを確認・検証することで、リス

クマネジメントを強化します。

③ コンプライアンス経営を強化し企業価値向上を図るため、グループ内で内部通報制度を設け、内部公益通報の

社内外の通報・相談窓口を明確に定めるとともに制度の浸透を図り、不適正行為等の未然防止、早期発見及び

早期是正に取組む体制とします。
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４ 【事業等のリスク】
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、以下のようなものがあります。

また、必ずしもリスク要因には該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事

項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

なお、文中の将来に関する事項は本書公表日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 市場環境の変化に係るリスク

カード・融資サービス、個別クレジットサービス、信用保証サービス等の信販事業において、競争激化や新たな

サービスの登場等により、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。また、これらの事業では顧客ニ

ーズを取り込み、幅広くサービスを提供してまいりますが、提供するサービスの業績は、個人消費の動向を含めた

経済環境に大きく影響を受けます。

携帯電話事業では、従来の代理店間の競争に加え、各通信事業者がオンライン専用プランの提供を開始するなど

競争環境は厳しさを増しております。当社グループで運営中のキャリアショップ等が優位性を確保できない場合に

は、利益率の低下や販売数の減少等の影響を受ける可能性があります。

当社グループは、人材の確保と育成、及びグループ総合力の発揮により、事業ポートフォリオの多様化に取組み、

さらなる企業価値向上を図ってまいります。

(2) 信用リスク

① 貸倒引当金増加リスク

総債権の増加に伴う一定割合での延滞発生による貸倒引当金増加が見込まれます。また、景気の動向、個人

破産申立の増加、その他、加盟店の経営状況悪化による倒産や加盟店不正行為等により、貸倒引当金を積み増

す場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。これに対し、本リスクを低減するため、延滞発生動向等

を審査、営業部門等と共有し、良質な債権の確保に努めております。

② 加盟店リスク

加盟店の経営悪化や破綻により、当該加盟店で当社グループをご利用いただいた顧客に対する継続的役務提

供の停止や商品未納などが発生する可能性があり、これらの問題が発生した場合、加盟店管理態勢が不適切で

あるとして顧客より訴訟を受ける可能性があります。これに対し、個別クレジット加盟店を適正に管理するた

め、特に特定商取引に該当する加盟店については、リスクに応じた加盟店管理を定期的に実施しています。

また、当社の加盟店は、呉服、エステ、宝石等の特定業種の割合が比較的高く、これらの業態の販売動向が

景気動向による影響を大きく受ける場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 市場の金利上昇リスク

当社グループでは、資産と負債の状況をモニタリングし、ＡＬＭ（資産及び負債の総合管理）を行うことにより、

調達した資金の安定化・効率化を図っておりますが、金融情勢の著しい変化が生じた場合などの環境変化により、

円滑な資金の確保が困難となる、あるいは、通常よりも著しく不利な金利水準での資金調達を余儀なくされること

で、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

具体的には、金利上昇局面において、営業債権や貸付金などの新規取扱いにおいて、調達金利上昇を反映させた

分割手数料や貸付金利等の引き上げなどの対策が想定されますが、これらを実施するのに相当な時間を要する場合

があるため、調達金利の上昇分を運用金利に転嫁できない場合、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

(4) 流動性リスク

当社グループは、銀行等金融機関からの借入金により資金調達を行っております。市場の状況や当社グループの

財務内容の悪化等により、必要な資金の確保が困難となる、又は資金の確保に通常より著しく高い金利での資金調

達を余儀なくされることにより、事業活動や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(5) 法的規制に関するリスク

① 信販事業について

当社グループにおいては、貸金業、包括・個別信用購入あっせん業及びクレジットカード番号等取扱契約締

結業などを行っておりますが、これらについては、法令等により各種の業務規制を受けているため、将来にお

ける法律、規則、政策、実務慣行等の変更が、当社グループの業務内容や業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。また、信販事業では、法令遵守に向けて適正な管理・運営を行っておりますが、万一法令に抵触する行為

があった場合、当局から法令に基づく処分を受ける可能性があります。その場合、当社グループの信用力が毀

損し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

＜割賦販売法、特定商取引法＞

包括・個別信用購入あっせん及びクレジットカード番号等取扱契約締結関連の事業は「割賦販売法」の適用

を受けます。このため当社グループは、割賦販売法の定める行為規制（支払可能見込額調査、加盟店調査、書

面の交付、クレジットカード番号等の適切な管理など）、民事ルール（支払停止の抗弁、与信契約のクーリン

グオフ、契約解除等に伴う損害賠償額等の制限など）及び認定割賦販売協会の自主ルールを遵守した業務運営
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を確保しなければなりません。今後、同法が改正された場合、その内容によっては業績に影響を及ぼす可能性

があります。また、当社グループが取扱うクレジット契約が訪問販売などの特定商取引法類型のいずれかに該

当する方法で行われる場合は、「特定商取引法」の適用を受け、同法を遵守した業務運営を確保しなければな

りません。同法の適用を受ける加盟店の動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

＜貸金業法、利息制限法＞

融資事業は、「貸金業法」、「利息制限法」等の適用を受けます。このため当社グループは、貸金業法等の

定める各種規制（過剰貸付の禁止、貸付条件並びに標識の表示、書面の交付、帳簿の備え付け、取立行為の規

制、債権証書の返還など）及び貸金業協会の自主ルールを遵守した業務運営を確保しなければなりません。今

後、同法が改正された場合、その内容によっては業績に影響を及ぼす可能性があります。また、過去の貸付に

対する「利息制限法」上限金利を超える利息部分の返還請求に伴い、超過利息の返還等を行う場合がありま

す。当社グループは、返還請求件数等の状況を注視しており、利息の返還に伴う損失見込額について引当金を

計上しておりますが、予想以上の返還請求を受けた場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

＜犯罪収益移転防止法＞

当社グループの包括信用購入あっせん・融資は「犯罪収益移転防止法」において「特定業務」と定義され、

その事業活動を行ううえで「取引時確認、確認記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出」等（以下、「取引

時確認等の措置」といいます。）の義務が課されており、「取引時確認等の措置」を的確に実施するための態

勢整備が求められます。これらは、経済産業省・鳥取県の監督事務を通じ「取引時確認等の措置」に係る課題

等の指摘を受けた場合は報告徴収命令による自主的な業務改善状況の報告が求められます。さらに、顧客管理

態勢に不備があるなど重大な問題があると認められるときは、業務改善命令あるいは業務停止命令等の発出が

検討されることとなります。

これら法令を遵守するために、当社グループの全役職員を対象とした教育を継続的に実施するとともに、法

令及び社内規程に基づく業務運営が適正に行われているかどうかについて定期的に点検を行うなど、コンプラ

イアンス態勢の整備・改善に取組んでおります。

② 携帯電話事業について

携帯電話事業の電気通信事業者等の代理店業務については、次の法令等の規制があります。

・「電気通信事業法」

・「独占禁止法」（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）

・「景品表示法」（不当景品類及び不当表示防止法）

・「個人情報保護法」

・「携帯電話不正利用防止法」（携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の

不正な利用の防止に関する法律）等

当該法令等について、以下のような場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

・法令等の改正による販売方法や市場の変化、通信事業者との取引条件の変更等があった場合

・総務省等の行政機関による政策の推進、ガイドラインの制定・改定等が実施された場合

・法令等に違反し、当社グループに対する信頼の低下に加えて、損害賠償請求や代理店契約の解除、営業停

止等の処分を受けた場合

携帯電話事業では、上記の関係法令等に準拠して業務を運営していますが、これら法令等に変更があった場

合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。当社グループでは、当該法令等の遵守のため、

全役職員への教育・啓発を含めた社内管理体制の強化に取組んでまいります。

③ 許認可等の状況

当社

法規制等 許認可 番号 取得年月日／有効期限等 所管官庁等

割賦販売法

包括信用購入あっせん業
者登録

中国(包) 第11号
取得日 2010年６月18日
有効期限 なし

中国経済産業局
個別信用購入あっせん業
者登録

中国(個) 第４号
－５

更新日 2025年６月19日
有効期限 2028年６月18日

クレジットカード番号等
取扱契約締結事業者登録

中国(ク) 第10号
取得日 2019年６月27日
有効期限 なし

貸金業法 貸金業登録
鳥取県知事(１)
第00318号

取得日 2023年３月１日
有効期限 2026年３月１日

鳥取県

資金決済法
前払式支払手段(第三者
型)発行登録

中国財務局長
第00131号

取得日 1991年６月７日
有効期限 なし

中国財務局

古物営業法 古物商許可 第701080002978号
取得日 1975年９月26日
有効期限 なし

鳥取県公安委員会
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株式会社テレプラザ

法規制等 許認可 番号 取得年月日／有効期限等 所管官庁等

古物営業法 古物商許可 第701080006581号
取得日 2010年５月28日
有効期限 なし

鳥取県公安委員会

株式会社ホテルわこう

法規制等 許認可 番号 取得年月日／有効期限等 所管官庁等

旅館業法 旅館業営業許可証 第12-４号
取得日 2000年７月31日
有効期限 なし

鳥取県米子保健所

株式会社わこう介護サービス

法規制等 許認可 番号 取得年月日／有効期限等 所管官庁等

児童福祉法

障害児通所支援事業所
(こどもデイサービスわ
こう皆生通り)

3150200321
2022年７月１日更新 (放課
後等デイサービス)
有効期限 2028年６月30日

鳥取県
障害児通所支援事業所
(こどもデイサービスわ
こう住吉)

3150200537
2020年３月１日指定 (放課
後等デイサービス)
有効期限 2026年２月28日

障害児通所支援事業所
(こどもデイサービスわ
こう境港)

3150400103
2022年３月１日指定 (放課
後等デイサービス)
有効期限 2028年２月28日

障害者総合
支援法

特定相談支援・障害児相
談支援事業所
(相談支援センターかな
で)

3130400249
2022年４月１日指定 (指定
計画相談支援)
有効期限 2028年３月31日

境港市

児童福祉法 3170400117
2022年４月１日指定 (指定
障害児相談支援)
有効期限 2028年３月31日

障害者総合
支援法

就労継続支援Ｂ型事業所
（就労継続支援Ｂ型アル
ト）

3110201971
2024年11月１日指定（就労
継続支援Ｂ型)
有効期限 2030年10月31日

鳥取県

(6) システム・情報セキュリティリスク

① システムリスク

当社グループは、大規模なコンピューターシステムを保有しており、国内の拠点や、顧客、各種決済機構等

のシステムとの間を通信ネットワークで結び情報を処理しております。当社グループでは、システムの安定稼

動に努めるとともに、重要なシステムについては原則としてバックアップを確保するなど、不測の事態に備え

た対応手順や連絡体制の整備、訓練等対策も講じておりますが、システムの大規模な障害等の事態が発生した

場合、顧客サービスに支障を来し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

② 情報リスク

当社グループは、事業の特性から大量の顧客情報を取得、保有、利用しております。大切な顧客の情報の漏

えいを防ぐため、個人情報の適正な取扱いに関する態勢を整備し、役職員への教育・研修、システム上のセキ

ュリティ対策等、様々な対策を講じておりますが、当社グループ及び業務委託先において、外部からの不正ア

クセス、媒体運送中の事故、内部関係者の関与等によって重要な情報の漏えいが発生した場合、損害賠償責任

の発生や法令に基づく処分を受ける可能性があります。その場合、当社グループの信用力が毀損し、業績に影

響を及ぼす可能性があります。

③ サイバーセキュリティリスク

セキュリティ機器で検知した外部からの攻撃件数やウイルス検知件数が増加傾向にあります。当社グループ

は、システム上のセキュリティ対策に加え、役職員への教育・研修等様々な対策を講じておりますが、外部か

らのサイバー攻撃によって、コンピューターシステムの停止、データ改ざん、重要な情報の漏えい等が発生し

た場合、損害賠償責任の発生や法令に基づく処分を受ける可能性があります。その場合、当社グループの信用

力が毀損し、業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 外部不正リスク

クレジットカードの不正利用被害額は業界全体として増加傾向にあります。不正利用被害額の増加により、

業績に影響を及ぼす可能性がありますが、2025年７月末日をもって、国際ブランドによるクレジットサービス

の提供を終了いたしましたので、その影響は限定的です。

(7) 事務リスク

当社グループでは、業務遂行に際して多種大量な事務処理を行っております。事務処理に際しては、基本ルール

に則った厳正な事務を実践し、事務処理精度の向上や事故、不正の防止とともに事務処理におけるシステム化促進

など、より効率的な事務を目指しています。しかしながら、誤指示や誤登録、処理の大幅な遅延等正確な事務処理
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を怠ったことで個人情報漏えいや顧客への誤請求、加盟店への精算遅延等の事故や不正が発生した場合、その内容

や規模によっては顧客の信用や加盟店の事業に影響を与え、損害賠償責任や社会的信用の失墜を招き、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 携帯電話事業固有のリスク

① 通信サービス事業の市場環境や通信事業者の事業方針について

携帯電話事業においては、通信事業者が提供する通信サービスへの利用契約の取次を行うことにより、当該

サービスを提供する事業者から契約取次の対価として手数料を収受しております。この受取手数料の金額、支

払対象期間、並びに通話料金に対する割合等の取引条件は、通信事業者の方針や携帯電話等販売市況でもそれ

ぞれ異なっております。当社グループは関係法令の改正や通信サービス市場の環境変化、また、各通信事業者

の事業方針・取引条件の影響を受けます。

今後も、関係法令の改正や通信サービス市場の環境変化、また通信事業者の事業方針・取引条件を踏まえ、

収益の最大化に取組んでまいります。

② 通信事業者との代理店契約について

当社の子会社である株式会社テレプラザは、携帯電話事業の主な事業分野である携帯電話等の販売・取次事

業を行っており、株式会社ＮＴＴドコモと代理店契約を締結し、所定の条件のもとで展開しております。各通

信事業者との代理店契約は、通信事業者及び当社グループが契約継続に同意する限り自動更新されます。当社

グループは、通信事業者との代理店契約並びに当該事業者の方針等の順守と、さらなる収益の拡大に取組んで

まいりますが、株式会社ＮＴＴドコモの店舗運営方針、インセンティブプランの変更等があった場合は、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(9) 人的リスク

当社グループは、幅広い分野で業務を行っていることから、有能な人材を継続的に確保し、採用した人材を育

成・教育していくことが必要不可欠ですが、当社グループが有能な人材の確保及び雇用の維持、人材の教育ができ

なくなった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(10)評判リスク

当社グループの評判は、顧客、投資家、監督官庁及び社会との関係を維持するうえで極めて重要です。社会的責

任への懸念が生じる取引や法令等違反、役職員の不正行為、システム障害等を防止できなかった場合、又はこれら

に適切に対処することができなかった場合には、当社グループは、現在又は将来の顧客及び投資家を失うこととな

り、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(11)関係会社リスク

当社グループは、当社と当社の連結子会社４社から構成されています（2025年７月末日現在）。当社グループの

事業における連単比率に関して、当社及び当社子会社の信販事業及び携帯電話事業の占める割合が極めて高いもの

となっております。今後、関係会社に関連する事業上のリスクが大きく顕在化した場合は、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

(12)企業買収等のリスク

当社グループは、今後も事業拡大のため、企業買収や新たな事業創出及び育成に関する投資を行う可能性があり

ます。当該投資等が当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。また、今後の市場動

向や経済環境の変化によっては、当該投資等が当初期待した結果を生み出す保証はなく、投資等の実行後の進捗状

況によっては、投下資本の回収が困難になるなど、当社グループの業績及び事業計画等に影響を及ぼす可能性があ

ります。当社グループでは、投資等の実行に際し、当社グループ事業とのシナジーやその効果に留意するとともに、

実行後は実績の検証等により効果の最大化に努めてまいります。

(13)災害等のリスク

我が国においては、大雨や大型台風、地震の発生頻度は増加傾向にあります。また、これら災害等の被害は、こ

れまでの想定を大きく越える規模のものも起きてきています。

当社グループは、災害等の発生を想定した対策を整備・運用しておりますが、これら災害等の状況により、当社

グループの事業継続や業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、役職員の安否確認や安全確保など、緊急危機対応についての手順を纏めており、有事に備えた

訓練等の運用を行っております。また、事業継続に重要なシステムの災害対策にも取組んでおり、今後も、引き続

き役職員の安全と事業継続に向けた対応に取組んでまいります。

(14)訴訟リスク

当社グループには各事業分野において、事業運営に関する訴訟リスクが継続的に存在します。当社グループは、

各事業において契約内容の確認等も行っておりますが、訴訟本来の性質を考慮すると係争中又は将来発生し得る訴

訟の結果を予測することは不可能であり、係争中又は将来発生し得る訴訟において、当社グループにとって不利な

結果に終わった場合、当社グループの事業展開に支障が生じる、又は当社グループに対する信頼が低下する可能性

や、財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
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(15)優先株式に関するリスク

① 優先株式を発行した経緯

当社では、発行済株式総数（普通株式及び種類株式の合計1,008,050株）のうち、本書公表日現在、50株のＣ

種優先株式を発行しております。

引受先である株式会社山陰合同銀行（以下「山陰合同銀行」という。）は、当社の議決権を5.00％保持して

おりますが、銀行法の規制により５％超の保有は制限されているため、出資にあたっては、議決権のない株式

として優先株式を発行しております。

山陰合同銀行が保有するＣ種優先株式の内容は以下のとおりです。

（優先配当金の額）

１．当社は、2009年８月１日以降の事業年度末日を基準日とする剰余金の配当をするときは、優先株式を有する

株主（以下「優先株主」という）又は優先株式の登録株式質権者（以下「優先登録株式質権者」という）に

対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録

株式質権者」という）に先立ち、優先株式１株当たり払込金額に、それぞれの事業年度ごとに２．に定める

年率（以下「配当年率」という）を乗じて算出した額（ただし、当該剰余金の配当に係る基準日の属する事

業年度中の日を基準日として優先株主又は優先登録株式質権者に対して既に剰余金の配当をしているときは、

優先株式１株につき行った係る剰余金配当の額を控除した額（ただし、ゼロを下回る場合はゼロ））の配当

金（以下「優先配当金」という）を支払う。

２．配当年率は、各事業年度について、下記算式により計算される年率とする

・2009年から2013年までに開始する事業年度における配当年率

＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月もの）＋0.50 ％

・2014 年から2018年までに開始する事業年度における配当年率

＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月もの）＋1.00％

・2019年以降に開始する事業年度における配当年率

＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月もの）＋1.50％

配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

なお、日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月もの）は、当該優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める

方法により計算するものとする。

３．ある事業年度において優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が当該事業年度に

係る優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

４．優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金を配当しない。

５．当社は定款に定める中間配当を行うときは、毎年１月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株主

又は優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、１．に定める配当金の２分の

１に相当する額の中間配当を支払う。

（残余財産の分配）

１．当社は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式

質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。

・Ｃ種優先株式１株につき、その１株当たりの払込金額相当額を踏まえて、優先株式の発行に先立って取締

役会の決議により定める額。

２．優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、１．の他残余財産の分配を行わない。

（議決権）

優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等）

１．当社は、法令に定める場合を除き、優先株式について株式の分割又は併合を行わない。

２．当社は、優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与

えない。

３．当社は、優先株主に対し、株式無償割当て、又は新株予約権無償割当てを行わない。

（金銭を対価とする取得請求権）

優先株主は、優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって別に定める優先株式の取得を請求すること

ができる期間（以下「取得請求期間」という）中、当社に対して、自己の有する優先株式の全部又は一部を

取得するのと引換えに、当該優先株式１株につき、その払込金額相当額を踏まえて優先株式の発行に先立っ

て取締役会の決議によって定める算定方法に従って算出される額の金銭を交付することを請求することがで

きる。

（優先株式の取得条項）

１．当社は、優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって別に定める日が到来したときは、当該優先株式

の全部又は一部を取得することができる。この場合、当社は、当該優先株式を取得するのと引換えに、当該

優先株式１株につき、その払込金額相当額を踏まえて優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定

める算定方法に従って算出される額の金銭を交付する。

２．前項に基づき、優先株式の一部を取得するときは、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合理的かつ

公平な方法により行う。

（普通株式を対価とする取得請求権）
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優先株主は、優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって別に定める取得請求期間中、当社に対して、

自己の有する優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該優先株式１株につき、その払込金額相

当額並びに当社の純資産額及び発行済普通株式総数を踏まえて優先株式の発行に先立って取締役会の決議に

よって定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を交付することを請求することができる。

（一斉取得）

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されない優先株式の全部を、取得請求期間の末日の翌日をも

って取得する。この場合、当社は、当該優先株式を取得するのと引換えに、当該優先株式１株につき、その

払込金額相当額並びに当社の純資産額及び発行済普通株式総数を踏まえて優先株式の発行に先立って取締役

会の決議によって定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を交付する。

② 今後の優先株式に関する見通し

2025年７月期決算時点での分配可能額は約22億円と試算されることから、残優先株式全部（50株、５億円）

の取得・消却は可能な状況にあります。しかしながら、取引金融機関との良好な取引関係（借入金のプライシ

ング及びクレジットライン等）を継続するためには、財務基盤として現状程度の自己資本額（約30億円）を維

持すべきと考えております。そのため今後も優先株式の取得・消却は利益水準に見合った額をもって行う方針

としています。現状では、今後２年以内（2027年７月期まで）を目途に、残優先株式の全部を取得し、消却す

る方針です。

(16)山陰合同銀行グループとの関係に関するリスク

当連結会計年度末日現在において、当社普通株式の発行済株式総数のうち5.00％は山陰合同銀行が保有しており

ます。山陰合同銀行の保有する議決権の比率は5.00％であり、銀行法の規制により５％超の保有は制限されている

ことから、無議決権株式であるＣ種優先株式について、普通株式を対価とする取得請求権は行使されないものと判

断しております。なお、山陰合同銀行グループとの間で、以下の人的関係及び取引関係を有しておりますが、何ら

かの要因により出資方針や取引方針等の変更が生じ、出資関係、人的関係及び取引関係を見直される可能性があり

ます。ただし、その時期は想定されるものではなく、当該リスクが顕在化する可能性は判断できるものではありま

せん。当社グループは、山陰合同銀行グループとの関係を維持する方針ではありますが、当該リスクが顕在化した

場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

① 人的関係について

本書公表日現在において、当社の役員９名（うち取締役６名、監査役３名）のうち、山陰合同銀行と役職を

兼ねているものはおりません。

また、本書公表日現在において、山陰合同銀行グループ出身の役員は３名おりますが、当社の人材として事

業活動に貢献が見込まれること及びナレッジの共有により当社の知見向上に資すると判断しており、今後も必

要に応じ受け入れていく方針であります。

② 取引関係について

山陰合同銀行は当社グループのメインバンクであるため、借入金の依存度は2025年７月期末において37.6％

となっています。また、当社グループと山陰合同銀行との間の信販事業に係る取引は2025年７月期において702

百万円であり、その内容は同行の個人向けローンに対する信用保証料の受取であります。

山陰合同銀行との取引については、関連当事者取引に該当しませんが、当該取引の合理性及び取引条件の妥

当性について社内規程に定められた承認を得ることとし、取引の健全性及び適正性を確保する態勢を構築して

おります。

(17)担当J－Adviserとの契約の解除に関するリスク

当社は、株式会社東京証券取引所が運営を行っております証券市場TOKYO PRO Marketに上場しております。

当社は、本書公表日現在において、株式会社日本Ｍ＆Ａセンターとの間で、担当J-Adviser契約（以下、「当該契

約」といいます。）を締結しております。当該契約は、TOKYO PRO Marketにおける当社株式の上場維持の前提とな

る契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当J-Adviserを確保できない場合、当社株式はTOKYO PRO Marketか

ら上場廃止となります。当該契約における契約解除に関する条項及び契約解除に係る事前催告に関する事項は以下

のとおりです。

なお、本書公表日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。

＜J－Adviser契約解除に関する条項＞

当社（以下、「甲」という。）が次のいずれかに該当する場合には、株式会社日本Ｍ＆Ａセンター（以下、

「乙」という。）はJ-Adviser契約（以下、「本契約」という。）を即日無催告解除することができる。

甲が次のいずれかに該当する場合には、乙は本契約を即日無催告解除することができる。

① 債務超過

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態にある場合において、１年以内（審査対象事業年度の末日の翌日

から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年

を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期間をいう。以下、本号において同じ。また「２年

以内」も同様。）に債務超過の状態を解消できなかったとき。ただし、甲が法律の規定に基づく再生手続、更

生手続、産業競争力強化法（以下「産競法」という。）に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産競法に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含

む。）又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」（以下、「私的整
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理に関するガイドライン」という。）に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１

年以内に債務超過の状態を解消することを計画している場合（乙が適当と認める場合に限る。）には、２年以

内に債務超過の状態を解消できなかったとき。

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、甲が審査対象事業年度に係る決算（上場会社が

連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には

事業年度に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画（本号ただし書に定める１年以

内に債務超過の状態を解消するための経営計画を含む。）を公表している場合を対象とし、甲が提出する当該

再建計画並びに次の（ａ）及び（ｂ）に定める書面に基づき行うものとする。

（ａ）次のイからハまでに掲げる場合の区分に従い、当該イからハまでに定める書面

イ 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 当該再建計画が、再生計画又は更生計画として

裁判所の認可を得ているものであることを証する書面

ロ 産競法に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合における産競法

に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）を行う場合 当該再建計画が、当該

手続に従って成立したものであることを証する書面

ハ 私的整理に関するガイドラインに基づく整理を行う場合 当該再建計画が、当該ガイドラインに従って成

立したものであることについて債権者が記載した書面

（ｂ）本号ただし書に規定する１年以内に債務超過の状態を解消するための経営計画の前提となった重要な事

項等が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面

② 銀行取引の停止

甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合

③ 破産手続、再生手続又は更生手続

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（甲が、法

律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を

必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次の

ａからｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とす

るに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には

当該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取扱う。

ａ 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整

理を行う場合 甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日

ｂ 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難であ

る旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲

渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合 甲から当該

事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲渡の

場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日）

ｃ 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関す

る合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前

事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。） 甲から当該合意を

行ったことについての書面による報告を受けた日

④ 前号に該当することとなった場合においても、甲が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を行った場合

には、原則として本契約の解除は行わないものとする。

ａ 次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当すること

（ａ）甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 当該再建計画が、再生計画又は

更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること

（ｂ）甲が前号ｃに規定する合意を行った場合 当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得

ているものであること

ｂ 当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること

（ａ）TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと

（ｂ）前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意がなされていること及

びそれを証する内容

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でない

と認められるものでないこと

⑤ 事業活動の停止

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合）又はこれ

に準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その

他甲が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃま

でに掲げる場合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取扱う。

ａ 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は

一部として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ず

る日の３日前（休業日を除外する。）の日

（ａ）TOKYO PRO Marketの上場株券等

（ｂ）特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券等
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ｂ 甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会（普通出資

者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議による承

認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）についての

書面による報告を受けた日）

ｃ 甲が、前ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（本条第３号ｂの規定の適用を受ける場

合を除く。）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日

⑥ 不適当な合併等

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅰの２

非上場会社を子会社とする株式交付、ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社から

の事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社と

の業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又

はⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為）を行った場合に、甲が実質的な存続会社でないと

乙が認めた場合

⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損

第三者割当により甲の支配株主（甲の親会社又は甲の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者）が

異動した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある

場合を含む。）において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき

⑧ 発行者情報等の提出遅延

甲が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期

間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合

⑨ 虚偽記載又は不適正意見等

次のａ又はｂに該当する場合

ａ 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合

ｂ 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適

正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるもので

ある場合を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合

⑩ 法令違反及び上場契約違反等

甲が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合

⑪ 株式事務代行機関への委託

甲が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなるこ

とが確実となった場合

⑫ 株式の譲渡制限

甲がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合

⑬ 完全子会社化

甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合

⑭ 指定振替機関における取扱い

甲が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合

⑮ 株主の権利の不当な制限

甲が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその行使が

不当に制限されていると乙が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認

めた場合をいう。

ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収

防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入

時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるため

に、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。）

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動

とすることができないものの導入

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要す

る旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な事業を行っている子会社

が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、当該

種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項につ

いて種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取扱う。）

ｄ TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる事項のう

ち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定

ｅ TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について

株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的

利益を受ける権利の価額等がTOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式をいう。）の発行に係る決

議又は決定

ｆ 議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定

ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決

議又は決定
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⑯ 全部取得

甲がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合

⑰ 反社会的勢力の関与

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketの市場に

対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき

⑱ その他

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙若しくは東証が上場廃止を適当と認めた場合

＜J-Adviser契約解除に係る事前催告に関する事項＞

① 甲又は乙が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は 、その他本契約違反を犯した場合、その相手方は、１ヶ

月間の期間を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義

務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができる。

② 前項の定めに関わらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。また、

甲又は乙から相手方に対し、１ヶ月前に書面で通知することにより本契約を解除することができる。

③ 本契約を解除する場合、特段の事情のない限り、乙は予め本契約を解除する旨を株式会社東京証券取引所に通

知する。
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５ 【重要な契約等】

該当事項はありません。

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本書公表日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用

の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実

績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異な

る場合があります。

(2) 財政状態の分析

（資産の部）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末の43,863百万円から2,091百万円減少し、41,772百万円と

なりました。これは主に、割賦売掛金の減少によるものであります。

（負債の部）

当連結会計年度末における総負債は、前連結会計年度末の40,002百万円から2,122百万円減少し、37,880百万円と

なりました。これは主に、長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が合計で1,547百万円増加した一方で、短期

借入金が3,200百万円減少したことによるものであります。

（純資産の部）

当連結会計年度末における純資産につきましては、前連結会計年度末の3,860百万円から30百万円増加し、3,891

百万円となりました。これは主に、自己優先株式の取得（強制償還）・消却により305百万円が減少した一方で親会

社株主に帰属する当期純利益402百万円を計上したことによる利益剰余金の増加によるものであります。

(3) 経営成績の分析

「第３ 事業の状況 １ 業績等の概要 (1) 業績」に記載のとおりであります。

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「４ 事業等のリスク」に記載のとおりで

あります。

(5) キャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、「第３ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2) キャ

ッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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第４ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における主要な設備の新設、除却等はありません。

２ 【主要な設備の状況】
(1) 発行者 2025年７月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

リース
資産

その他 合計

本社部門
(鳥取県米
子市)

信販事業
及びその
他

営業用設
備

41 12
787

(5,494.45
㎡)

10 70 922
156
(13)

テナント
部門

(鳥取県米
子市)

その他
営業用設
備

116 0 － － 17 134
0
(0)

営業店 信販事業
営業用設
備

1 0 － 7 0 8
50
(0)

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．帳簿価額のうち「その他」は、書画骨董、ソフトウエア等の合計であります。

３．従業員数の（外書）は、当連結会計年度における平均臨時雇用者数です。

４．上記の他、連結会社以外から賃借している主な設備の内容は、下記のとおりであります。

事業所名
(所在地)

事業区分の名称 設備の内容
年間賃貸料
(百万円)

福岡支店
(福岡県福岡市)

信販事業 営業用設備 5

広島支店
(広島県広島市)

信販事業 営業用設備 4

岡山支店
(岡山県岡山市)

信販事業 営業用設備 3

(2) 国内子会社 2025年７月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(名)建物

及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

リース
資産

その他 合計

株式会社テ
レプラザ

支店
(鳥取県米
子市 他)

携帯電話
事業

営業用設
備

106 4 15 0 125
67
(11)

株式会社わ
こう介護サ
ービス

事業所
(鳥取県米
子市 他)

その他
営業用設
備

11 0 2 － 14
23
(15)

株式会社ホ
テルわこう

事業所
(鳥取県米
子市)

その他
営業用設
備

1 1 － 1 4
8
(1)

株式会社Ｆ
Ｃパートナ
ーズ

本社
(東京都中
央区)

その他
営業用設
備

－ 0 0 － 1
1
(0)

(注) １．現在休止中の主要な設備はありません。

２．帳簿価額のうち「その他」は、ソフトウエア等の合計であります。

３．従業員数の（外書）は、当連結会計年度における平均臨時雇用者数です。

４．上記の他、連結会社以外から賃借している主な設備の内容は、下記のとおりであります。
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会社名
事業所名
(所在地)

事業区分の
名称

設備の内容
年間賃貸料
(百万円)

株式会社テレプラ
ザ

ドコモショップ米子
店 (鳥取県米子市)

携帯電話事業 営業用設備(店舗) 10

(3) 在外子会社

該当事項はありません。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第５ 【発行者の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

記名・無記名の
別、額面・無額
面の別及び種類

発行可能
株式総数
(株)

未発行
株式数
(株)

連結会計年度
末現在発行数

(2025年７月31日)
(株)

公表日現在
発行数

(2025年10月27日)
(株)

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取
引業協会名

内容

普通株式 4,032,000 3,024,000 1,008,000 1,008,000
東京証券取引所
(TOKYO PRO
Market)

単元株式数
100株

Ｃ種優先株式 80 30 50 50 － (注)

計 4,032,080 3,024,030 1,008,050 1,008,050 － －

(注) 2025年10月24日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、Ｃ種優先株式の発行可能株式総数は同

日より30株減少し、50株となっております。

Ｃ種優先株式の内容は次のとおりであります。

（優先配当金の額）

１．当社は、2009年８月１日以降の事業年度末日を基準日とする剰余金の配当をするときは、優先株式を有する

株主（以下「優先株主」という）又は優先株式の登録株式質権者（以下「優先登録株式質権者」という）に

対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録

株式質権者」という）に先立ち、優先株式１株当たり払込金額に、それぞれの事業年度ごとに２．に定める

年率（以下「配当年率」という）を乗じて算出した額（ただし、当該剰余金の配当に係る基準日の属する事

業年度中の日を基準日として優先株主又は優先登録株式質権者に対して既に剰余金の配当をしているとき

は、優先株式１株につき行った係る剰余金配当の額を控除した額（ただし、ゼロを下回る場合はゼロ））の

配当金（以下「優先配当金」という）を支払う。

２．配当年率は、各事業年度について、下記算式により計算される年率とする

・2009年から2013年までに開始する事業年度における配当年率

＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月もの）＋0.50 ％

・2014年から2018年までに開始する事業年度における配当年率

＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月もの）＋1.00％

・2019年以降に開始する事業年度における配当年率

＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月もの）＋1.50％

配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

なお、日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月もの）は、当該優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定める

方法により計算するものとする。

３．ある事業年度において優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が当該事業年度に

係る優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

４．優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金を配当しない。

５．当社は定款に定める中間配当を行うときは、毎年１月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株主

又は優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、１．に定める配当金の２分の

１に相当する額の中間配当を支払う。

（残余財産の分配）

１．当社は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式

質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。

・Ｃ種優先株式１株につき、その１株当たりの払込金額相当額を踏まえて、優先株式の発行に先立って取締

役会の決議により定める額。

２．優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、１．の他残余財産の分配を行わない。

（議決権）

優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

（株式の併合又は分割、募集株式の割当て等）

１．当社は、法令に定める場合を除き、優先株式について株式の分割又は併合を行わない。

２．当社は、優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与

えない。

３．当社は、優先株主に対し、株式無償割当て、又は新株予約権無償割当てを行わない。

（金銭を対価とする取得請求権）

優先株主は、優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって別に定める優先株式の取得を請求すること

ができる期間（以下「取得請求期間」という）中、当社に対して、自己の有する優先株式の全部又は一部を
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取得するのと引換えに、当該優先株式１株につき、その払込金額相当額を踏まえて優先株式の発行に先立っ

て取締役会の決議によって定める算定方法に従って算出される額の金銭を交付することを請求することがで

きる。

（優先株式の取得条項）

１．当社は、優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって別に定める日が到来したときは、当該優先株式

の全部又は一部を取得することができる。この場合、当社は、当該優先株式を取得するのと引換えに、当該

優先株式１株につき、その払込金額相当額を踏まえて優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって定

める算定方法に従って算出される額の金銭を交付する。

２．前項に基づき、優先株式の一部を取得するときは、比例按分又はその他当社の取締役会が定める合理的かつ

公平な方法により行う。

（普通株式を対価とする取得請求権）

優先株主は、優先株式の発行に先立って取締役会の決議によって別に定める取得請求期間中、当社に対し

て、自己の有する優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該優先株式１株につき、その払込金

額相当額並びに当社の純資産額及び発行済普通株式総数を踏まえて優先株式の発行に先立って取締役会の決

議によって定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を交付することを請求することができ

る。

（一斉取得）

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されない優先株式の全部を、取得請求期間の末日の翌日をも

って取得する。この場合、当社は、当該優先株式を取得するのと引換えに、当該優先株式１株につき、その

払込金額相当額並びに当社の純資産額及び発行済普通株式総数を踏まえて優先株式の発行に先立って取締役

会の決議によって定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を交付する。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【ＭＳＣＢ等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

2023年６月２日
(注１)

Ｃ種優先株式
△30

普通株式
1,008,000

Ｃ種優先株式
120

－ 504 －

2023年11月７日
(注２)

普通株式
△1,005,480

普通株式
2,520

Ｃ種優先株式
120

－ 504 －

2024年２月16日
(注３)

普通株式
1,005,480

普通株式
1,008,000

Ｃ種優先株式
120

－ 504 －

2024年５月31日
(注４)

Ｃ種優先株式
△40

普通株式
1,008,000

Ｃ種優先株式
80

－ 504 －

2025年５月30日
(注５)

Ｃ種優先株式
△30

普通株式
1,008,000

Ｃ種優先株式
50

－ 504 －

(注) １．当社発行のＣ種優先株式につきまして、2023年６月２日に一部30株を、優先株主より取得（強制償還）し同

時に消却したことにより減少しております。

２．株式併合（400：１）によるものであります。

３．株式分割（１：400）によるものであります。

４．当社発行のＣ種優先株式につきまして、2024年５月31日に一部40株を、優先株主より取得（強制償還）し同

時に消却したことにより減少しております。

５．当社発行のＣ種優先株式につきまして、2025年５月30日に一部30株を、優先株主より取得（強制償還）し同

時に消却したことにより減少しております。
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(6) 【所有者別状況】

① 普通株式 2025年７月31日現在

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

－ 7 － 31 － － 53 91 －

所有株式数
(株)

－ 302,400 － 479,600 － － 226,000 1,008,000 －

所有株式数
の割合(％)

－ 30.00 － 47.58 － － 22.42 100 －

② Ｃ種優先株式 2025年７月31日現在

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

－ 1 － － － － － 1 －

所有株式数
(株)

－ 50 － － － － － 50 －

所有株式数
の割合(％)

－ 100 － － － － － 100 －
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(7) 【大株主の状況】

普通株式、Ｃ種優先株式の大株主の状況は、以下のとおりであります。

普通株式 2025年７月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式総数に対す
る所有株式数の

割合(％)

松栄株式会社 島根県松江市白潟本町71 100,000 9.92

トワライズグループ従業員持株会 鳥取県米子市東福原2-1-1 69,800 6.92

株式会社クローバー・ネットワー
ク・コム

東京都港区虎ノ門4-3-1 53,900 5.35

株式会社山陰合同銀行 島根県松江市魚町10 50,400 5.00

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町1-13-1 50,400 5.00

株式会社鳥取銀行 鳥取県鳥取市永楽温泉町171 50,400 5.00

株式会社山口銀行 山口県下関市竹崎町4-2-36 50,400 5.00

株式会社ゆめカード 広島県広島市東区二葉の里3-3-1 50,400 5.00

米子信用金庫 鳥取県米子市東福原2-5-1 50,400 5.00

ＮＴＳホールディングス株式会社 東京都港区芝浦3-16-20 50,400 5.00

一畑電気鉄道株式会社 島根県松江市中原町49 50,400 5.00

他80名 ― 381,100 37.81

計 ― 1,008,000 100.00

(注) １．特別利害関係者等（大株主上位11名）

２．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

Ｃ種優先株式 2025年７月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式総数に対す
る所有株式数の

割合(％)

株式会社山陰合同銀行 島根県松江市魚町10 50 100.00

計 ― 50 100.00
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】 2025年７月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 Ｃ種優先株式 50 － (注)

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) － － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 1,008,000 10,080

権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式であります。なお、
単元株式数は100株であり
ます。

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 1,008,050 － －

総株主の議決権 － 10,080 －

(注) Ｃ種優先株式の内容は、「第５ 発行者の状況 １ 株式等の状況 (1) 株式の総数等」の(注)に記載のとおり

であります。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

(10) 【従業員株式所有制度の内容】

① 従業員株式所有制度の概要

当社は、トワライズグループ従業員持株会（以下、「持株会」といいます。）に対して当社株式を安定的

に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生の

充実を図り、従業員の経営への参画意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価値向上を図ることを目

的として、「証券会社方式（全員組合員方式）を導入しております。当該制度は、持株会に参加する従業員

の全員を持株会の会員とし、持株会は民法上の組合として組織され、理事会、理事長といった機関を設けて

おります。会員は、持株会の規約に従って拠出金を持株会に出資し、持株会が拠出金を原資として会社の株

式を取得します。取得した株式は組合財産となり、各会員は、出資額に応じた持株会の持分を有することに

なります。各会員は、当該持株会の持分を持株会の理事長に信託します。これによって持株会が有する株式

は持株会名義となります。株式の議決権は理事長が行使します。会員の指示により不統一行使も可能です。

株式に対する配当金は持株会名義で支給されます。

② 従業員持株会に当社株式を取得させる予定

本書公表日現在、当社株式を69,800株保有。今後取得する予定は未定であります。

③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

受益者適格要件を充足するトワライズグループ従業員持株会会員
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第１号によるＣ種優先株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

取締役会(2025年５月15日)での決議状況

(取得日 2025年５月30日)
30 305

最近事業年度前における取得株式 － －

最近事業年度における取得自己株式 30 305

残存授権株式の総数及び価額の総額 － －

最近事業年度の末日現在の未行使割合(％) － －

最近期間における取得自己株式 － －

公表日現在の未行使割合(％) － －

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度 最近期間

株式数(株)
処分価額の総額

(百万円)
株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 30 305 － －

合併、株式交換、株式分割に係る
移転を行った取得自己株式

－ － － －

その他 ( － ) － － － －

保有自己株式数 － － － －
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３ 【配当政策】
配当につきましては、財務体質の強化及び将来の事業展開への備え、当社グループを取り巻く事業環境などを総合

的に勘案し、中長期的な視点にたって安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当期の配当につきましては、当事業年度の業績や財務状況等を総合的に勘案し、普通株式１株につき10円、Ｃ種優

先株式１株につき208,000円としております。なお、Ｃ種優先株式１株当たりの配当につきましては、Ｃ種優先株式発

行要項に定める方式により算出しております。

内部留保につきましては、中期経営戦略の中長期ビジョンの実現に向けた基盤整備及び財務体質の強化のために効

果的に活用してまいります。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年１月31日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定め

ております。

４ 【株価の推移】

(1) 【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】

普通株式

回次 第60期 第61期 第62期

決算年月 2023年７月 2024年７月 2025年７月

最高(円) － － 1,991

最低(円) － － 1,990

(注) １．株価は、東京証券取引所TOKYO PRO Marketにおけるものであります。

２．当社株式は、2024年10月23日から東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場しております。それ以前について

は、該当事項はありません。

Ｃ種優先株式

当社Ｃ種優先株式は、非上場であるため、該当事項はありません。

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

普通株式

月別 2025年２月 2025年３月 2025年４月 2025年５月 2025年６月 2025年７月

最高(円) 1,991 1,990 1,990 1,990 － 1,990

最低(円) 1,991 1,990 1,990 1,990 － 1,990

(注) 株価は、東京証券取引所TOKYO PRO Marketにおけるものであります。

Ｃ種優先株式

当社Ｃ種優先株式は、非上場であるため、該当事項はありません。
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５ 【役員の状況】

男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）

役名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬
所有株式
数(株)

代表取締役
社長

古山 英明 1962年９月６日

1986年４月 株式会社山陰合同銀行入行

(注)
２

(注)
５

－

2022年８月 株式会社山陰合同銀行退任

2022年８月 当社入社 顧問

2022年10月 当社代表取締役社長(現任)

2025年６月 一般社団法人日本クレジット協会理事(現任)

専務取締役
経営統括部長

髙田 裕文 1966年11月11日

1989年４月 当社入社

(注)
２

(注)
５

800

2016年10月 当社執行役員 経営統括部経営企画グループ長

2017年10月 当社取締役 経営統括部長

2021年10月 当社常務取締役 経営統括部長

2025年10月 当社専務取締役 経営統括部長(現任)

専務取締役

総務部長
野澤 敏昭 1964年７月21日

1988年４月 株式会社山陰合同銀行入行

(注)
２

(注)
５ －

2020年１月 株式会社山陰合同銀行退職

2020年２月 当社入社 上席執行役員 総務経理部長

2020年10月 当社取締役 総務経理部長

2021年10月 当社常務取締役 総務経理部長

2024年８月 当社常務取締役 総務部長

2025年10月 当社専務取締役 総務部長(現任)

常務取締役 井上 一生 1964年６月22日

1987年４月 株式会社ブライダル山田屋入社

(注)
２

(注)
５

－

1989年５月 株式会社ブライダル山田屋退職

1989年５月 当社入社

2018年10月 当社執行役員 営業統括部長

2019年10月 当社取締役 営業統括部長

2021年10月 当社常務取締役 営業統括部長

2022年８月 当社常務取締役(現任)

常務取締役
加盟店管理部長

荒金 啓介 1964年11月11日

1987年４月 株式会社山陰合同銀行入行

(注)
２

(注)
５ －

2019年７月 当社出向

2019年11月 株式会社山陰合同銀行退職

2019年12月 当社入社(転籍)執行役員 加盟店管理部長

2020年10月 当社上席執行役員 加盟店管理部長

2021年10月 当社取締役 加盟店管理部長

2025年10月 当社常務取締役 加盟店管理部長(現任)

取締役
情報システム部
長兼サンメディ
アビジネス部長

吉田 徹 1963年11月６日

1987年４月 富士通株式会社入社

(注)
２

(注)
５

－

2019年３月 富士通株式会社退職

2019年４月 当社入社 執行役員

2019年４月 当社執行役員 システム部長

2019年10月 当社上席執行役員 システム部長

2020年８月 当社上席執行役員 情報システム部長兼サンメ

ディアビジネス部長

2020年10月 当社取締役 情報システム部長兼サンメディア

ビジネス部長(現任)

常勤監査役 國野 俊明 1964年11月４日

1988年４月 当社入社

(注)
３

(注)
５

－

2019年10月 当社総務経理部長兼総務グループ長

2020年２月 当社総務経理部副部長

2020年３月 当社監査部副部長

2021年10月 当社監査部長

2024年11月 当社監査部 継続再雇用社員

2025年10月 当社常勤監査役(現任)

監査役
入江 道憲
(注)１

1971年２月２日

1997年11月 朝日監査法人東京事務所入所

(注)
４

(注)
５

－

1998年７月 朝日監査法人東京事務所退所

1998年８月 東京共同会計事務所入所

1999年12月 東京共同会計事務所退所

2000年１月 朝日監査法人米子事務所入所

2003年３月 朝日監査法人米子事務所退所

2003年４月 入江公認会計士事務所開業 所長(現任)

2013年４月 当社監査役(現任)

2018年４月 三光ホールディングス株式会社社外取締役(現

任)

2022年４月 鳥取県国民健康保険団体連合会監事(現任)

監査役
中村 栄治
(注)１

1978年８月26日

2008年９月 吉峯総合法律事務所入所

(注)
４

(注)
５ －

2015年12月 吉峯総合法律事務所退所

2016年１月 中村・川端・山内法律事務所入所(現任)

2017年６月 ローカルエナジー株式会社社外取締役(現任)

2019年９月 米子ガス産業株式会社社外監査役(現任)

2019年10月 当社監査役(現任)

計 800
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(注) １．監査役入江道憲並びに中村栄治は、社外監査役であります。

２．取締役の任期は、2025年10月開催の定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時ま

でであります。

３．常勤監査役の任期は、2025年10月開催の定時株主総会終結の時から2027年７月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

４．監査役の任期は、2024年７月開催の臨時株主総会終結の時から2027年７月に係る定時株主総会終結の時まで

であります。

５．2025年７月期における役員報酬の総額は、86百万円を支給しております。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、当社の基本理念等に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいりま

す。このためには、迅速・果断な意思決定を行うとともに経営の透明性やステークホルダーに対する公正性を

確保、かつ、迅速・果断な意思決定が重要であると考えており、当社の経営環境を踏まえ、コーポレート・ガ

バナンスの充実に取組んでまいります。

② 会社の機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制

ａ 取締役会

取締役会は、取締役６名で構成されております。

監査役出席のもと、法令又は定款に定めるものの他、経営上の意思決定、業務執行状況の監督、その他法

令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。当社では定時取締役会を月１回開催し、月次業

務報告、その他の業務上の報告を行い、情報の共有化を図るとともに、必要に応じて適宜臨時取締役会を開

催しており、迅速かつ適切な意思決定に努めております。

各取締役の業務執行については、取締役相互の監視・監督義務を忠実に行うことを通して牽制機能を確保

しております。さらに、取締役会には監査役も出席し、必要事項の報告を行うと同時に、意見を請うことで、

各取締役に対する牽制が、より強固に機能しております。

ｂ 監査役会

(a) 監査役監査の組織、人員及び手続

監査役会は、監査役３名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。監査役会は、原則とし

て隔月開催される他、必要に応じて随時開催され、法令・定款及び監査役会規則の定めるところにより、

監査の方針・計画・方法及びその他監査に関する重要な事項についての意思決定を行っております。各監

査役は、これらの決定に基づき、取締役会を始めとする重要な会議への出席や社長との意見交換、業務執

行及び財産管理の状況調査等を通して、取締役の職務執行を監査しております。また、内部監査部門と連

携して監査するとともに、会計監査人及び内部監査部門と三様監査を実施するなど、お互いの情報交換を

行うことにより、監査の実効性を高めております。

なお、社外監査役の入江道憲は、公認会計士及び税理士として、中村栄治は弁護士として相当程度の経

験、見識を有しております。

(b) 監査役及び監査役会の活動状況

当事業年度における監査役会は合計８回開催しており、個々の監査役の出席状況につきましては次のと

おりとなっております。

氏名 開催回数 出席回数

牧島 史典 ８回 ８回

入江 道憲 ８回 ８回

中村 栄治 ８回 ８回

監査役会における主な検討事項は、監査役監査総括報告書の策定・承認、監査役監査計画の策定・承認、

会計監査人の選任及び会計監査人の報酬等の同意、監査報告書の作成及び提出等であります。また、会社

決算に関する事項、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、監査の状況等に関する

報告を適時に実施し、これらの事項について随時意見交換をしております。

常勤監査役は、年間の監査計画に基づき、本部・営業店及び連結子会社に対する監査等を実施し、業務

執行及び財産管理の状況を調査するとともに、取締役会や経営会議等の重要な会議及びリスクマネジメン

ト統括委員会、コンプライアンス委員会等の重要な委員会に出席し、質問や意見表明を行っております。

また、重要な決裁書類の閲覧や、取締役・執行役員・使用人からの業務執行状況の聴取に加え、会計監査

人及び内部監査部門や内部統制部門からも適宜報告を受け、積極的な意見交換や情報収集等を行い、監査

の実効性を高めており、さらにグループ会社の監査役を兼任していることから連結子会社の取締役会に出

席するとともに、取締役・使用人等とも適宜情報交換を行い、企業集団における監査の充実を図っており

ます。

監査役会としては、常勤監査役からの活動報告聴取、取締役会への出席等により、取締役の職務執行に

ついての監査を行うとともに、当社及び連結子会社における内部統制システムの整備・運営状況の監視及

び検証、並びに、内部統制状況の適切性・有効性を確認しております。

なお、会計監査人から監査方針、監査計画、監査の職務執行状況の説明や監査結果の報告等を受け、必

要事項を聴取し、適正な監査を実施しているのかを監視及び検証したうえで、会計監査人の職務執行評価

や再任、監査方法及び結果の相当性等の判断を行っております。
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(c) 内部監査

内部監査については、代表取締役社長直轄の独立組織として３名で構成される監査部が、本社部門、各

営業店及び子会社等に対し、各種法令・規程等の遵守状況並びに業務管理体制の整備・運用状況等の内部

監査を実施しております。監査結果については、取締役会において定期的に報告を行うとともに、該当部

署に対しては整備改善指導を実施するなど、内部統制の強化に努めております。

ｃ 会計監査

当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証

券上場規程の特例」第128条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお2025年７月期において監査を

執行した公認会計士は泉淳一氏、角真一氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内であります。ま

た当該監査業務に係る補助者は公認会計士11名、その他25名であります。

なお当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。

ｄ 常務会

常務会は、代表取締役社長を議長として、取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役及び常務

取締役をもって構成され、必要に応じ常勤取締役、常勤監査役及び役付執行役員を出席させ、意見を求める

ことができることとしております。原則週一回の開催とし、必要に応じて臨時で開催しており、経営に関わ

る重要事項についての報告を受け、審議を行っております。

ｅ 経営会議

経営会議は、代表取締役社長を議長として、常勤役員、執行役員、本社各部室センター長、支店長にて構

成され、期初に開催し、年度計画の示達と、各部重点施策・取組方針及び重要事項の連携・伝達を行ってお

ります。

ｆ 全店長会議

全店長会議は、代表取締役社長を議長として、常勤役員、執行役員、本社各部室センター長、支店長にて

構成され、半期の折り返しの下期初に開催し、年度計画の進捗報告と、重要事項の連携・伝達を行っており

ます。

ｇ コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、コンプライアンス統括責任者（代表取締役社長）を委員長とし、業務管理責

任者、常勤取締役、本社各部室センター長をもって構成し、原則として半期に１回開催する他、必要に応じ

て随時開催し、コンプライアンス態勢確立のための具体的方策の立案や実効性の検証、問題点の改善・再発

防止策、その他コンプライアンス上の重要課題について、審議・協議を行い、その内容を取締役会へ報告す

る体制としております。

ｈ リスクマネジメント統括委員会

リスクマネジメント統括委員会は、代表取締役社長を委員長とし、常勤役員、本社各部室センター長、委

員会の傘下にリスクファクターごとに検討・取組みを行う目的で設置した部会・会議（反社会的勢力対応部

会、システムリスク対応部会、災害対策部会、クレーム会議、加盟店苦情対応会議、信用リスク管理部会、

金利変動リスク対応部会）の責任者、疑わしい取引届出責任者、及び子会社各社の委員長が指名した役職員

をもって構成し、原則として四半期に１回開催する他、必要に応じて随時開催し、リスクの防止及び損失等

の最小化を図るため各部会・会議で検討したリスクの分析・評価、リスクへの対応等について、統合的に評

価・審議を行い、その内容を取締役会へ報告する体制としております。

ｉ ＰＭＳ評価会議

ＰＭＳ評価会議は、代表取締役社長、個人情報管理責任者、監査責任者、苦情・相談責任者、安全管理責

任者、教育研修責任者、ＣＲ統括部長で構成し、毎年１回開催する他、必要に応じて随時開催し、個人情報

の適切な保護のレベルを維持するため、個人情報保護マネジメントシステム（ＰＭＳ）について定期的に評

価・見直しを行っております。

ｊ ＣＲ統括部

ＣＲ統括部は、コンプライアンス統括部門として、コンプライアンスに関する諸施策の企画・指導・法的

支援を実施している他、リスク統括に関わる計画の策定、推進に関する事項、ＰＭＳに関する事項の取りま

とめを担っており、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント統括委員会及びＰＭＳ評価会議の事務局

を担当しております。
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当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。

③ 内部統制システムの整備の状況について

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保

するための体制（以下「内部統制システム」という。）の整備に関する基本方針を、以下のとおり取締役会に

て決議し、運用を行っております。

＜内部統制システムに関する基本方針＞

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 役職員が遵守すべき倫理基準及び具体的な行動指針を規定した「倫理綱領」および「行動規範」を制定し、

継続的なコンプライアンス研修等により全役職員に周知徹底を図る。

(2) 原則として、全部署に内部管理責任者・内部管理担当者を配置し、さらにコンプライアンス統括部署を設

置し、コンプライアンスに関する諸施策の企画・指導・法的支援を実施するとともに、コンプライアンス

委員会を設置し、同委員会においてコンプライアンスの状況やコンプライアンス態勢確立のための具体的

方策の立案や問題点の改善について定期的に審議・協議を行い、検討事項を定期的に取締役会に付議・報

告する体制とする。

(3) コンプライアンスを実現するための具体的な実践計画であるコンプライアンス・プログラムを期毎に策定

し、継続的なコンプライアンス態勢の強化・充実を図る。

(4) 営業部門から独立した内部監査部署を設置し、内部監査規程および監査計画にしたがい内部監査を実施す

る。

(5) 内部通報制度を設け、コンプライアンス違反行為等について、当社グループの役職員が当社のコンプライ

アンス統括部署又は社外窓口（弁護士）に直接通報できる体制とする。

(6) マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止に向け、業務の適切性を確保するための管理態勢を整

備する。

(7) 反社会的勢力に対する基本方針を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固とし

て対決し、一元的な管理体制の構築により関係遮断を徹底する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書保存を定める規程にしたがい、適切に保存・保管する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理の基本事項を定めた「リスク管理規程」に基づき、リスクを統括管理するリスクマネジメン

ト統括委員会およびリスク種類に応じた専門部会を設け、グループ会社を含めた経営諸活動全般に係る潜
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在するリスクを統合的に管理し、不測の事態が発生した場合の即応体制を整備する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会を定例及び必要に応じて随時開催し、経営に関する重要事項を決定する。また、経営意思決定の

機動性を確保するため、常務会で取締役会付議事項の事前審議を行う体制とする。

(2) 組織規程で定める機構、事務分掌、職務権限にもとづいて効率的な業務執行を実現する。

５．子会社を含む企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業全体に適用する倫理綱領や行動規範を整

備するとともに、これを基礎としてグループ各社の諸規程に定め、経営管理強化を図る体制とする。

(2) グループ会社は当社の内部監査部署による定期的な監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役に報

告する体制とする。

６．監査役の職務を補助すべき使用人、その使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役が職務を補助するための使用人を置くことを求めた場合には、使用人を配置することとし、その

任命・異動に際しては、予め常勤監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保できる体制と

する。

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役、執行役員及び使用人が、監査役に対して、法定事項に加え当社に重大な影響を及ぼす事項、内

部監査報告、その他コンプライアンス上の重要な事項等について、速やかに報告をする体制を構築する。

８．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体

制

監査役へ報告した役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する

旨を規程に明記し、全役職員に周知徹底する。

９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務の執行について生ずる費用等を支出するため、毎年、一定額の予算を設ける。また、監査

役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が

監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は取締役会、常勤監査役は取締役会、常務会、その他の重要な会議に出席するほか、業務執行に

関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができるものとす

る。

また、代表取締役は監査役との意見交換会を随時開催するほか、内部監査、法令等遵守、リスク管理、

財務など内部統制に係わる部署は、監査役との円滑な意思疎通等、連携に努め、監査役が必要な情報収集

を行える体制を確保する。

④ リスク管理体制の整備の状況

当社は、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストで最良の

結果が得られるよう、リスクの防止及び損失等の最小化を図るための統合的なリスク管理体制を構築し、運用

を行っています。

当社業務に関するリスクを総合的に把握・管理するための体制として、当社が晒されているコンプライアン

スリスク、システムリスク、事故、災害等のリスク、評判、苦情処理等のリスク、信用リスク、市場リスク等

の主要なリスクをリスクファクターごとに検討・取組みを行う部会・会議を設置し、加えてリスクを統括管理

する機関として、リスクマネジメント統括委員会を設置し、定期的に開催の上、リスクの分析・評価、リスク

への対応等を審議し、審議結果を取締役会に報告しています。

また、当社の業務運営に係るリスクとその管理部署を明確にし、各リスクの管理規程を制定するなど、リス

ク管理を恒常的に行う体制の整備及びその円滑な運営等に努めております。

⑤ 役員報酬の内容

役員の報酬等又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。当社の役員報酬の決定

については、2020年10月29日開催の当社株主総会の決議により、取締役の報酬限度額を年額100百万円、2011年

10月26日開催の当社株主総会の決議により、監査役の報酬限度額を年額20百万円としております。

⑥ 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

支配株主はおりません。

⑦ 取締役及び監査役の定数

当社は、取締役の定数について、９名以内、監査役の定数について、４名以内とする旨を定款に定めており

ます。

⑧ 取締役の選任決議要件
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当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めて

おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う

ことを目的とするものであります。

⑩ 自己株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第２項の規定

により、取締役会の決議によって同条第１項に定める市場取引等による自己の株式の取得が行えるものとして

おります。

⑪ 取締役及び監査役の責任免除

ａ 当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）

の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めて

おります。

ｂ 当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役である者を除く。）との間に、任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、ただし、当該契約に基づく責任

の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。

ｃ 当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）

の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めて

おります。

ｄ 当社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定

する契約を締結することができる旨、ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする

旨を定款に定めております。この規定に基づき、社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限

定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額であります。

⑫ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間において、当社の取締役及び監査役等を被保険者とする会社法第430条の２第１項に

規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料については全額当社が負担しております。当該保険

契約では、被保険者が行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険

者が被る法律上の損害賠償金及び訴訟費用等が補償されます。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損な

われないようにするため、被保険者の犯罪行為や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に

対する損害等は補償対象外としております。

⑬ 配当に関する事項

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、毎年１月31日を基準日として中間配

当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への事業年度中における還元を行うことを目

的とするものであります。

⑭ 株式の保有状況

該当事項はありません。

⑮ 社外監査役との関係

当社は社外監査役を２名選任し、外部からの客観的及び中立的な立場から経営を監視する体制を構築してお

ります。社外監査役と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておらず、一

般株主との利益相反のおそれはありません。なお、当社は社外監査役の独立性に関する明確な基準は定めてお

りませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した

うえで選任を行っております。

⑯ 種類株式の発行

当社は、自己資本の充実を図り、財務基盤を強化するため、会社法第108条第１項第３号に定める内容（いわ

ゆる議決権制限）について普通株式と異なる定めをした議決権のないＣ種優先株式を発行しております。

Ｃ種優先株式について議決権を有しないこととしている理由は、資本増強にあたり既存株主への影響を考慮

したためであります。なお、Ｃ種優先株式の内容は、「第５ 発行者の状況 １ 株式等の状況 (1) 株式の総

数等」の (注) に記載のとおりであります。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査法人に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

発行者 35 －

連結子会社 － －

計 35 －

(注) 当連結会計年度における上記の報酬以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が19百万円あります。

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③ 【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、監査日数、人員等を勘案したうえで決定しております。
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第６ 【経理の状況】

１ 連結財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

(2) 連結財務諸表については、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施

行規則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規定に

基づき、当社の当連結会計年度（2024年８月１日から2025年７月31日まで）の連結財務諸表について、太陽有限責任

監査法人により監査を受けております。

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、監査法人等が主催するセミナーへの参加

や社外専門家による勉強会を行っております。
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【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,790 3,696

割賦売掛金 ※1,※3 36,777 ※1,※3 34,369

受取手形及び売掛金 ※2 279 ※2 266

未収入金 2,602 1,119

棚卸資産 ※6 169 ※6 170

立替金 48 38

求償債権 826 833

その他 110 150

貸倒引当金 △1,442 △1,563

流動資産合計 41,162 39,082

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※3 299 ※3 277

土地 ※3,※7 787 ※3,※7 787

その他 105 107

有形固定資産合計 ※4 1,192 ※4 1,172

無形固定資産

ソフトウエア 29 19

その他 94 20

無形固定資産合計 123 39

投資その他の資産

投資有価証券 650 609

出資金 87 87

敷金及び保証金 76 73

長期前払費用 33 39

繰延税金資産 511 644

その他 25 24

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 1,385 1,478

固定資産合計 2,701 2,689

資産合計 43,863 41,772
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 951 608

短期借入金 ※3,※8 24,300 ※3,※8 21,100

１年内返済予定の長期借入金 ※3 2,952 ※3 3,397

未払金 160 156

未払法人税等 222 153

前受金 0 2

賞与引当金 63 64

ポイント引当金 34 24

債務保証損失引当金 ※9 377 ※9 562

割賦利益繰延 ※5 2,267 ※5 2,181

その他 406 385

流動負債合計 31,736 28,636

固定負債

長期借入金 ※3 7,467 ※3 8,570

繰延税金負債 3 －

再評価に係る繰延税金負債 ※7 109 ※7 112

退職給付に係る負債 208 217

役員退職慰労引当金 62 76

利息返還損失引当金 349 205

資産除去債務 29 29

その他 35 32

固定負債合計 8,265 9,243

負債合計 40,002 37,880
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 504 504

利益剰余金 2,915 2,989

株主資本合計 3,419 3,493

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 155 125

土地再評価差額金 ※7 250 ※7 246

退職給付に係る調整累計額 36 26

その他の包括利益累計額合計 441 398

純資産合計 3,860 3,891

負債純資産合計 43,863 41,772
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

営業収益

包括信用購入あっせん収益 482 434

個別信用購入あっせん収益 1,896 1,950

信用保証収益 927 954

融資収益 105 92

金融収益 27 28

携帯電話事業売上高 1,768 1,880

携帯電話事業受入手数料 903 1,105

その他の営業収益 780 709

営業収益合計 ※1 6,891 ※1 7,156

営業費用

販売費及び一般管理費 ※2 4,476 ※2 4,149

その他の営業費用 1,792 1,888

金融費用 260 360

営業費用合計 6,529 6,397

営業利益 362 758

営業外収益

受取利息及び配当金 0 0

利息返還損失引当金戻入額 － 73

支援金 4 0

受取保険金 9 －

受取立退料 9 －

受取地代家賃 9 9

雑収入 8 14

営業外収益合計 40 97

営業外費用

支払利息 6 5

カード事業再編費用 － 1

雑損失 1 3

営業外費用合計 7 9

経常利益 395 846
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

特別利益

固定資産売却益 ※3 14 －

投資有価証券売却益 34 －

事業譲渡益 － 14

その他 4 －

特別利益合計 52 14

特別損失

固定資産除却損 0 0

減損損失 ※4 1 ※4 74

社名変更関連費用 65 －

債務保証損失引当金繰入額 － 175

事業再構成関連費用 － 56

その他 2 7

特別損失合計 70 313

税金等調整前当期純利益 377 547

法人税、住民税及び事業税 252 267

法人税等調整額 △572 △121

法人税等合計 △319 145

当期純利益 697 402

親会社株主に帰属する当期純利益 697 402
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

当期純利益 697 402

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 79 △30

土地再評価差額金 － △3

退職給付に係る調整額 51 △9

その他の包括利益合計 ※1 131 ※1 △42

包括利益 828 359

(内訳)

親会社株主に係る包括利益 828 359
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2023年８月１日 至 2024年７月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 504 － 2,653 － 3,157

当期変動額

剰余金の配当 △29 △29

親会社株主に帰属する
当期純利益

697 697

自己株式の取得 △405 △405

自己株式の消却 △405 405 －

利益剰余金から資本剰余金
への振替

405 △405 －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 261 － 261

当期末残高 504 － 2,915 － 3,419

その他の包括利益累計額

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

退職給付
に係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 75 250 △15 309 3,467

当期変動額

剰余金の配当 △29

親会社株主に帰属する
当期純利益

697

自己株式の取得 △405

自己株式の消却 －

利益剰余金から資本剰余金
への振替

－

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

79 － 51 131 131

当期変動額合計 79 － 51 131 393

当期末残高 155 250 36 441 3,860
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当連結会計年度(自 2024年８月１日 至 2025年７月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 504 － 2,915 － 3,419

当期変動額

剰余金の配当 △23 △23

親会社株主に帰属する
当期純利益

402 402

自己株式の取得 △305 △305

自己株式の消却 △305 305 －

利益剰余金から資本剰余金
への振替

305 △305 －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 73 － 73

当期末残高 504 － 2,989 － 3,493

その他の包括利益累計額

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

退職給付
に係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 155 250 36 441 3,860

当期変動額

剰余金の配当 △23

親会社株主に帰属する
当期純利益

402

自己株式の取得 △305

自己株式の消却 －

利益剰余金から資本剰余金
への振替

－

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△30 △3 △9 △42 △42

当期変動額合計 △30 △3 △9 △42 30

当期末残高 125 246 26 398 3,891
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 377 547

減価償却費 86 71

減損損失 1 74

貸倒引当金の増減額(△は減少) 294 121

賞与引当金の増減額(△は減少) △3 0

ポイント引当金の増減額(△は減少) 1 △10

債務保証損失引当金の増減額(△は減少) 4 184

退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △63 9

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 15 14

利息返還損失引当金の増減額(△は減少) 155 △144

受取利息及び受取配当金 △27 △28

支払利息 266 365

有形固定資産売却損益(△は益) △14 －

固定資産除却損 0 0

投資有価証券売却損益(△は益) △34 －

売上債権の増減額(△は増加) △4,974 2,425

棚卸資産の増減額(△は増加) △38 △1

未収入金の増減額(△は増加) △255 1,482

仕入債務の増減額(△は減少) 236 △347

割賦利益繰延(△は減少) 560 △86

その他 △28 △70

小計 △3,439 4,608

利息及び配当金の受取額 27 28

利息の支払額 △265 △371

法人税等の支払額 △106 △338

法人税等の還付額 3 0

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,780 3,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 5 －

有形固定資産の取得による支出 △6 △18

有形固定資産の売却による収入 64 4

無形固定資産の取得による支出 △17 △12

投資有価証券の売却による収入 59 －

敷金及び保証金の差入による支出 △10 △1

敷金及び保証金の回収による収入 13 4

その他 2 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 110 △23
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少) 3,500 △3,200

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △19 △16

長期借入れによる収入 4,590 5,300

長期借入金の返済による支出 △4,078 △3,752

優先株式の償還による支出 △405 △305

配当金の支払額 △29 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,556 △1,997

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △113 1,906

現金及び現金同等物の期首残高 1,903 1,790

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,790 ※1 3,696
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ４社

連結子会社の名称 株式会社テレプラザ

株式会社わこう介護サービス

株式会社ホテルわこう

株式会社ＦＣパートナーズ

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② 棚卸資産

主な商品 先入先出法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

その他商品・仕掛品 個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品 移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）、一

部の子会社は個別法による原価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３年～60年

その他 ３年～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は以下のとおりであります。

ソフトウエア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権及び管理債権（３ヶ月遅延等期限の利益を喪失した債権）

については貸倒実績率等を勘案して必要額を、貸倒懸念債権等特定の債権については回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上し

ております。

③ ポイント引当金

カードポイント制度によりカード会員に付与したポイントの商品交換による費用負担に備えるため、当連結

会計年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

④ 債務保証損失引当金

債務保証等に係る損失に備えるため、代位弁済率及び貸倒実績率等を勘案して必要額を、有担保保証等特定

の債務保証については一定の条件のもと個別に担保価格を計算したうえで、損失見込額を計上しております。

⑤ 利息返還損失引当金

将来の利息返還の請求に備え、過去の返還実績等を勘案した必要額を計上しております。
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⑥ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属の方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７

年）による定率法により案分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額から中小企業退職金共済制度による給付見込額等を控除して退職給付債務とする方法を用いた簡便

法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

① 信販事業

信販事業における顧客手数料については、業界の実務慣行とされている会計処理方法によって収益を認識し

ております。

また、加盟店手数料やカード年会費の収益については、収益認識に関する会計基準等に基づき、約束した財

又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益

を認識しております。

ａ 顧客手数料 期日到来基準とし、次の方法によっております。

包括信用購入あっせん 残債方式及び７・８分法

個別信用購入あっせん ７・８分法

信用保証 主として残債方式

融資 残債方式

(注) 計上方法の内容は次のとおりであります。

１．残債方式とは、元本残高に対して一定率の料率で手数料を算出し、各返済期日の

到来のつど算出額を収益計上する方法であります。

２．７・８分法とは、手数料総額を分割回数の積数で按分し、各返済期日の到来のつ

ど積数按分額を収益計上する方法であります。

ｂ 加盟店手数料 加盟店に対し立替払いした時点で履行義務を充足したと判断し、収益を計上しております。

ｃ カード年会費 カード会員規約に基づき、期間の経過に応じて履行義務を充足したと判断し、収益を計上し

ております。

② 携帯電話事業

主に顧客に対しスマートデバイスの販売、並びに通信事業者が提供する通信サービスへの利用契約の取次を

行うことによる対価として通信事業者から手数料を収受しております。このような商品の販売又はサービスの

提供については、顧客に商品を引き渡した時点、又は代理店契約に基づく役務の提供が完了した時点で収益を

認識しております。なお、商品の販売時に顧客へのサービス等の還元が、取引価格を算定するうえで実質的な

値引となるものについては、収益から減額した純額を認識しております。

③ その他の事業

その他においては、システム機器やプログラムプロダクト等の販売、金融サービスの業務受託やホテル運営、

介護及び障がい福祉施設等を通じたサービスを提供しております。システム機器やプログラムプロダクト等の

販売については、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っており、顧客が商品又

は製品を検収した時点で履行義務を充足したと判断し、収益を計上しております。金融サービスの業務受託に

ついては、主に顧客との契約に基づいて、自社割賦事業の事務代行サービスを提供する履行義務を負っており、

当該契約は一定の期間にわたりサービスを提供するものであるため、期間の経過に応じて履行義務を充足した

と判断し、収益を計上しております。ホテル運営については、宿泊及びこれに附帯するサービスを顧客に提供

しており、顧客にサービスを提供した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しており

ます。介護及び障がい福祉施設等を通じたサービスについては、主に契約で定められた介護保険法及び児童福

祉法の適用を受ける通所介護サービス、障害児通所支援サービスなどの役務提供を履行義務とし、顧客との契

約に基づき役務を提供する一定期間にわたり充足されると判断し、月締めで収益を認識しております。

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
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関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

① 割賦方式における営業収益の計上

割賦方式における営業収益は、「４．(5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、主に期日到来

基準によっております。なお、期日未到来の営業収益については、貸借対照表の流動負債に割賦利益繰延とし

て計上しております。

② 金融収益及び金融費用の表示方法

金融収益及び金融費用は、その性格が本来の営業に関わる収益及び費用であると考えられるため、損益計算

書上、金融収益は主要な営業収益とは別に金融収益という項目を設けて営業収益に含め、金融費用は販売費及

び一般管理費、その他の営業費用とは別に金融費用という項目を設けて営業費用に含めて記載しております。

③ 信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金

顧客の債務を保証する業務のうち、当社が集金する保証残高については貸借対照表の流動資産に信用保証割

賦売掛金として、また流動負債に信用保証買掛金として両建て計上しております
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(重要な会計上の見積り)

１．貸倒引当金

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 (単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

貸倒引当金(流動資産) 1,442 1,563

貸倒引当金(固定資産） 1 1

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループの貸倒引当金は、一般債権及び管理債権（３ヶ月遅延等期限の利益を喪失した債権）については貸

倒実績率等を勘案して必要と認めた額を計上しており、貸倒懸念債権等特定の債権については、延滞期間や顧客の

支払能力等を考慮し、将来の回収不能見込額を見積り、必要な額を計上しております。

貸倒引当金の見積りにあたっては、過去の一定期間における貸倒実績の趨勢が今後も継続するという仮定と一部

の延滞債権の回収リスクを勘案し、算出しております。

将来、経済環境の大幅な変化や予測困難な事象の発生等により顧客の支払能力が低下した場合には、貸倒引当金

の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があります。

２．繰延税金資産

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 (単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

繰延税金資産 511 644

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは将来減算一時差異等に対して繰延税金資産を計上しており、その回収可能性は、利益計画に基づ

き課税主体ごとに将来の課税所得を合理的に見積り、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断し

ております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づ

く一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかどうかにより

判断しております。

当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結

会計年度の連結財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性が

あります。

３．債務保証損失引当金

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 (単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

債務保証損失引当金 377 562

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、債務保証による損失に備えるため、有担保等で個別に引当てた信用保証残高については一定の

条件のもと個別に担保価格を計算したうえで引当額を算出し、当該保証残高以外の信用保証残高については代位弁

済率及び貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を計上しております。

債務保証損失引当金の見積りにあたっては、過去の一定期間における代位弁済及び貸倒実績の趨勢が今後も継続

するという仮定のもと算出しておりますが、当連結会計年度において、当社が保証している個人ローンの一部で架

空のローン申込みによる融資金詐取が発覚したため、当該保証債務残高175百万円については全額引当金を計上して

おります。

将来、経済環境の大幅な変化や予測困難な事象の発生等により顧客の支払能力が低下した場合には、債務保証損

失引当金の追加計上が発生する可能性があります。

４．利息返還損失引当金

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額 (単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

利息返還損失引当金 349 205

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、利息制限法が定める上限を超える利率により融資契約を締結した顧客からの利息返還請求に備

えるため、利息返還損失引当金を計上しております。

利息返還損失引当金の見積りにあたっては、主として過去の返還請求件数実績と平均返還単価実績から、将来の

返還請求見込件数と平均返還単価の予測値を推測し、今後一定期間の返還請求見込額を算出しております。

今後の顧客からの返還請求の動向が、翌連結会計年度の利息返還損失引当金の金額に重要な影響を与える可能性

があります。



59

(会計方針の変更)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会

計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項

ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号

2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表にお

ける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しておりま

す。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっておりま

す。これによる前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号2024年９月13日企業会計基準委員会)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号2024年９月13日企業会計基準委員会)等

１．概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全て

のリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえ

た検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の

全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、

IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公

表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナ

ンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係

る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

２．適用予定日

2028年７月期の期首より適用予定であります。

３．当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり

ます。

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において、流動資産の「立替金」に含めていた「求償債権」は、会計事象等を連結財務諸表によ

り適切に反映するため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連

結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、

流動資産の「立替金」に表示していた875百万円は、「求償債権」826百万円、「立替金」48百万円として組み替え

ております。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収入金の増減

額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更

を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連

結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△283

百万円は、「未収入金の増減額（△は増加)」△255百万円、「その他」△28百万円として組み替えております。
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あわせて、総額表示しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び

「短期借入金の返済による支出」は、借入期間が短く、かつ回転期間が速いため、当連結会計年度より、「短期借

入金の純増減額（△は減少）」として純額表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計

年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書に

おいて、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」54,700百万円及び「短期借入金の返

済による支出」△51,200百万円は、「短期借入金の純増減額（△は減少）」3,500百万円として組み替えておりま

す。

(連結貸借対照表関係)

※１ 部門別割賦売掛金

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

包括信用購入あっせん 4,691百万円 4,276百万円

個別信用購入あっせん 30,926 28,918

融資 1,160 1,174

計 36,777 34,369

※２ 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

受取手形 －百万円 －百万円

売掛金 199 186

※３ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

割賦売掛金 21,879百万円 23,815百万円

建物及び構築物 120 113

土地 787 787

計 22,787 24,716

担保付債務

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

短期借入金 24,300百万円 21,100百万円

長期借入金
（１年内返済予定の長期借入金含む）

10,420 11,968

計 34,720 33,068

※４ 有形固定資産の金額から直接控除している減価償却累計額

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

有形固定資産 2,281百万円 2,327百万円

計 2,281 2,327
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※５ 部門別割賦利益繰延

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

包括信用購入あっせん

期首残高 72百万円 69百万円

増加額 865 863

減少額 869 859

期末残高 69 74

個別信用購入あっせん

期首残高 1,513百万円 2,096百万円

増加額 23,065 26,067

減少額 22,482 26,141

期末残高 2,096 2,022

信用保証

期首残高 121百万円 101百万円

増加額 1,426 1,107

減少額 1,445 1,124

期末残高 101 84

計

期首残高 1,707百万円 2,267百万円

増加額 25,357 28,039

減少額 24,797 28,125

期末残高 2,267 2,181

※６ 棚卸資産

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

商品 137百万円 151百万円

販売用不動産 0 0

未成受託業務支出金 0 1

貯蔵品 31 17

計 169 170

※７ 土地の再評価

当社グループは、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の

再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税の計

算のために公表された価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。

・再評価を行った年月

2000年７月31日

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

再評価を行った土地の期末における時価
と再評価後の帳簿価額との差額

△548百万円 △597百万円

(うち、賃貸用不動産に係る差額) （△319） （△347）
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※８ 当座貸越契約に関する記載

当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関18行と当座貸越契約を締結しておりま

す。

連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

当座貸越極度額 25,200百万円 32,050百万円

借入実行残高 24,300 21,100

差引額 900 10,950

※９ 偶発債務

当社グループにおいては、金融機関が保有する貸付金の債務の保証のみを行う業務に係る保証残高を、連結貸

借対照表に計上せずに偶発債務として注記することとしております。

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

提携金融機関による顧客に対する融資等
への保証

79,345百万円 77,966百万円

債務保証損失引当金 377 562

差引額 78,968 77,404
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(連結損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

営業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客

との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益

を分解した情報」に記載しております。

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

役員報酬 112百万円 116百万円

給料手当 1,099 1,091

賞与引当金繰入額 232 240

役員退職慰労引当金繰入額 15 14

退職給付費用 44 23

貸倒引当金繰入額 724 609

債務保証損失引当金繰入額 4 9

利息返還損失引当金繰入額 278 －

支払手数料 284 308

※３ 固定資産売却益の内訳

前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

土地 14百万円 －百万円

計 14 －

※４ 減損損失

前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日)

前連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失(百万円)

株式会社わこう介護サービス法勝寺事業

所
事業用資産

建物及び構築物、

その他
0

株式会社トワライズ 遊休資産 その他 0

当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、各拠点を基礎としてグルーピングを行って

おり、遊休資産及び処分予定資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

株式会社わこう介護サービス法勝寺事業所における事業用資産については、営業活動から生じる損益が継続

してマイナスであり、収益性が低下したことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物０百万円、建物附属設備０百万円、工具器具備品０

百万円であります。なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイナス

と見込まれることから具体的な割引率の算定は行わず、回収可能価額を零として評価しております。

株式会社トワライズにおける遊休資産については、遊休化したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ておりますが、他への転用及び売却が困難であることから回収可能価額を零として評価しております。

当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日)

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失(百万円)

株式会社ＦＣパートナーズ － その他無形固定資産 74

当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、各拠点を基礎としてグルーピングを行って

おり、遊休資産及び処分予定資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

株式会社ＦＣパートナーズにおいて、事業計画を見直した結果、同社株式取得時に想定していた収益が見込

めなくなったため、その他無形固定資産の未償却残高を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、

当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイナスと見込まれる

ことから具体的な割引率の算定は行わず、回収可能額を零として評価しております。
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(連結包括利益計算書関係)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 113百万円 △40百万円

組替調整額 － －

法人税等及び税効果調整前 113 △40

法人税等及び税効果額 △34 10

その他有価証券評価差額金 79 △30

土地再評価差額金

法人税等及び税効果額 － △3

土地再評価差額金 － △3

退職給付に係る調整額

当期発生額 67 0

組替調整額 6 △14

法人税等及び税効果調整前 74 △13

法人税等及び税効果額 △22 4

退職給付に係る調整額 51 △9

その他の包括利益合計 131 △42
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2023年８月１日 至 2024年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,008,000 － － 1,008,000

Ｃ種優先株式(株) 120 － 40 80

合計 1,008,120 － 40 1,008,080

(注) 2023年10月27日開催の株主総会決議により、2023年11月７日付で普通株式400株につき１株の割合で株式併合を

行っております。また、2024年２月16日付で普通株式１株につき400株の割合で株式分割を行っております。こ

のため、当連結会計年度の期首に当該株式併合及び株式分割が行われたと仮定して株式数を記載しておりま

す。

（変動事由の概要）

2024年５月15日の取締役会決議に基づくＣ種優先株式の消却による減少 40株

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2023年10月27日
定時株主総会

普通株式 10,080,000 10 2023年７月31日 2023年10月30日

Ｃ種優先株式 19,716,000 164,300 2023年７月31日 2023年10月30日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2024年10月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 10,080,000 10 2024年７月31日 2024年10月28日

Ｃ種優先株式 利益剰余金 13,208,000 165,100 2024年７月31日 2024年10月28日
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当連結会計年度(自 2024年８月１日 至 2025年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,008,000 － － 1,008,000

Ｃ種優先株式(株) 80 － 30 50

合計 1,008,080 － 30 1,008,050

（変動事由の概要）

2025年５月15日の取締役会決議に基づくＣ種優先株式の消却による減少 30株

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2024年10月25日
定時株主総会

普通株式 10,080,000 10 2024年７月31日 2024年10月28日

Ｃ種優先株式 13,208,000 165,100 2024年７月31日 2024年10月28日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年10月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 10,080,000 10 2025年７月31日 2025年10月27日

Ｃ種優先株式 利益剰余金 10,400,000 208,000 2025年７月31日 2025年10月27日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

現金及び預金 1,790百万円 3,696百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 － －

現金及び現金同等物 1,790 3,696
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(リース取引関係)

１．ファイナンス・リース取引

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

１年内 5百万円 5百万円

１年超 17 16

合計 23 22

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、個別信用購入あっせん、包括信用購入あっせん、融資、信用保証を主とした信販事業を主力と

しております。これらの事業を行うため、金融市場の動向を踏まえながら、固定金利や変動金利、長期と短期のバ

ランスを勘案して銀行等金融機関からの借入れにより資金調達を行っております。資金運用については主に流動性

の高い金融資産にて行っております。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当社グループが保有する金融資産は、個別信用購入あっせん、包括信用購入あっせん、融資、信用保証を主とす

る信販事業による金銭債権で構成されており、顧客の契約不履行や加盟店の倒産等によってもたらされる信用リス

クに晒されております。信販事業の一部については、いわゆるグレーゾーン金利を含む貸付金があり、利息返還請

求を受ける可能性があります。

投資有価証券は、取引先との関係維持・強化、取引円滑化を目的に保有している株式であります。これらは、発

行体の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

金融機関からの借入金は、予期せぬ資金流出等によって必要な資金の確保が困難になる可能性があり、支払期日

にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。また、一部変動金利の借入れを行っており、

金利の変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、クレジットポリシー及び倫理綱領・行動規範に照らし、信用リスク管理に係る諸規程を整

備し、これらに基づいて、クレジット契約等に対する初期与信審査、途上与信審査、信用情報管理、内部格付、

延滞債権・問題債権への対応や、加盟店に対する初期・途上管理への対応などの総合的な与信管理に関する体

制を構築し、運営しております。これら多岐にわたる与信管理は、各担当部署によって担われ、その内容につ

いては経営会議等への定期的な報告や付議を行っております。

② 市場リスクの管理

ａ 価格変動リスク

当社グループで保有している株式は、取引先との関係維持・強化、取引円滑化を目的に保有しているもの

であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務諸表等を取得し、財務状況等を把握しております。

ｂ 金利リスク

借入金については、市場金利等の動向を継続的に把握することにより、金利の変動リスクを管理しており

ます。また、金利変動リスク対応部会において、金利変動による影響について検討し対応を協議しておりま

す。

ｃ 市場リスクに係る定量的情報

当社グループは、市場リスクに関する定量的分析を行っておりません。

なお、当社グループにおいて、主要なリスク変数である金利の変動により時価が変動する主たる金融商品

は、割賦売掛金及び借入金であります。

市場金利による時価算定科目において、連結会計年度末の市場金利が10ベーシス・ポイント（0.1％）変化

した場合の当該金融資産と金融負債相殺後の純額（資産側）への想定影響額は、10ベーシス・ポイント（0.1

％）上昇したものと想定した場合は、当連結会計年度末現在、25百万円減少（前連結会計年度末現在では、

同29百万円減少）し、10ベーシス・ポイント（0.1％）下落したものと想定した場合は、当連結会計年度末現

在、25百万円増加（前連結会計年度末現在では、同29百万円増加）するものと把握しております。ただし、

影響額を試算するにあたっては、市場金利以外のリスク変数に変化がないことを前提としております。
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③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、経理部経理グループが、各部署及び子会社からの報告に基づき、適時に資金繰計画を作

成・更新し、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することもあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金及び預金」、

「受取手形及び売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」については、

現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しており

ます。

前連結会計年度 (2024年７月31日)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 割賦売掛金 36,777

貸倒引当金(※1) △725

割賦利益繰延(※2) △2,165

33,886 32,884 △1,001

(2) 投資有価証券

その他有価証券(※3) 404 404 －

資産計 34,290 33,289 △1,001

(1) 長期借入金
(１年内返済予定の長期借入金含む)

10,420 10,428 8

負債計 10,420 10,428 8

(※1) 割賦売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。

(※2) 割賦売掛金に対応する割賦利益繰延のうち、利用者手数料を控除しております。

(※3) 市場価格のない株式等は、「(2) 投資有価証券」に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上

額は、以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度(百万円)

非上場株式 245

出資金 87

当連結会計年度 (2025年７月31日)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 割賦売掛金 34,369

貸倒引当金(※1) △832

割賦利益繰延(※2) △2,096

31,439 30,554 △884

(2) 投資有価証券

その他有価証券(※3) 364 364 －

資産計 31,804 30,919 △884

(1) 長期借入金
(１年内返済予定の長期借入金含む)

11,968 11,959 △8

負債計 11,968 11,959 △8

(※1) 割賦売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。

(※2) 割賦売掛金に対応する割賦利益繰延のうち、利用者手数料を控除しております。

(※3) 市場価格のない株式等は、「(2) 投資有価証券」に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上

額は、以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度(百万円)

非上場株式 245

出資金 87
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(注１) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度 (2024年７月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

現金及び預金 1,785 － － － － －

割賦売掛金 17,204 8,864 5,311 2,917 1,532 947

受取手形及び売掛金 279 － － － － －

未収入金 2,602 － － － － －

合計 21,871 8,864 5,311 2,917 1,532 947

当連結会計年度 (2025年７月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

現金及び預金 3,692 － － － － －

割賦売掛金 16,264 8,464 4,823 2,703 1,333 780

受取手形及び売掛金 266 － － － － －

未収入金 1,119 － － － － －

合計 21,343 8,464 4,823 2,703 1,333 780

(注２) 短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度 (2024年７月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

短期借入金 24,300 － － － － －

長期借入金(１年内返済
予定の長期借入金含む)

2,952 2,124 4,398 714 230 0

合計 27,252 2,124 4,398 714 230 0

当連結会計年度 (2025年７月31日)

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

短期借入金 21,100 － － － － －

長期借入金(１年内返済
予定の長期借入金含む)

3,397 5,581 1,638 970 380 －

合計 24,497 5,581 1,638 970 380 －
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３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算出した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度 (2024年７月31日)

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券株式 404 － － 404

当連結会計年度 (2025年７月31日)

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券株式 364 － － 364

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度 (2024年７月31日)

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

割賦売掛金 － － 32,884 32,884

資産計 － － 32,884 32,884

長期借入金
(１年内返済予定の長期借入金含む)

－ 10,428 － 10,428

負債計 － 10,428 － 10,428

当連結会計年度 (2025年７月31日)

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

割賦売掛金 － － 30,554 30,554

資産計 － － 30,554 30,554

長期借入金
(１年内返済予定の長期借入金含む)

－ 11,959 － 11,959

負債計 － 11,959 － 11,959

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

投資有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用しており、レベル１の時価に分類してお

ります。

割賦売掛金

将来キャッシュ・フローが見積り可能な債権のうち残存期間が１年超の債権については、同様の新規契約を行っ

た場合に想定される利率にその他市場参加者が要求するリスク・プレミアムを考慮した割引率により割り引いて時

価を算定しており、重要な観察できないインプットを用いていることからレベル３に分類しております。その他の

債権については、残存期間が概ね１年以内の債権であり、時価は貸倒引当金を控除した金額に近似していることか

ら当該価額を時価としており、レベル３に分類しております。

長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現

在価値によって算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(有価証券関係)

１．その他有価証券

前連結会計年度 (2024年７月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 387 160 226

小計 387 160 226

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株式 17 20 △2

小計 17 20 △2

合計 404 181 223

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額は245百万円）については、市場価格がないため、上表の「株式」には含め

ておりません。

当連結会計年度 (2025年７月31日)

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 347 160 186

小計 347 160 186

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株式 16 20 △3

小計 16 20 △3

合計 364 181 183

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額は245百万円）については、市場価格がないため、上表の「株式」には含め

ておりません。

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度 (2024年７月31日)

区分
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 59 34 －

合計 59 34 －

当連結会計年度 (2025年７月31日)

該当事項はありません。
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(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

当社及び一部の連結子会社は、給付額の一部を中小企業退職金共済制度（以下「中退共」という）からの給付額で

充当しており、計算された退職給付債務から中退共より支給される金額を控除して計算しております。

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象外とされる割増退職

金を支払う場合があります。

なお、連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しており

ます。

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く。) (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

退職給付債務の期首残高 437 372

勤務費用 27 22

利息費用 1 5

数理計算上の差異の発生額 △65 1

退職給付の支払額 △28 △25

退職給付債務の期末残高 372 375

(2) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表 (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 38 41

退職給付費用 7 8

退職給付の支払額 △4 △3

制度への拠出額 △0 △0

退職給付に係る負債の期末残高 41 46

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表 (単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

非積立型制度の退職給付債務 418 427

中小企業退職金共済制度給付見込額 △210 △210

連結貸借対照表に計上された負債と
資産の純額

208 217

退職給付に係る負債 208 217

退職給付に係る資産 － －

連結貸借対照表に計上された負債と
資産の純額

208 217

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額 (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

勤務費用 27 22

利息費用 1 5

数理計算上の差異の費用処理額 6 △14

簡便法で計算した退職給付費用 7 8

その他 0 1

確定給付制度に係る退職給付費用 44 23
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(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。 (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

数理計算上の差異 6 △14

合計 6 △14

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。 (単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

未認識数理計算上の差異 △51 △38

合計 △51 △38

(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項 (単位：％)

前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

割引率 1.50 1.50

予想昇給率 5.70 4.50
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(2024年７月31日)

当連結会計年度
(2025年７月31日)

繰延税金資産

貸倒引当金 314百万円 377百万円

債務保証損失引当金 115 175

退職給付に係る負債 80 81

利息返還損失引当金 106 63

税務上の繰越欠損金 (注) 19 17

役員退職慰労引当金 19 24

その他 88 81

繰延税金資産小計 743 822

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注) △13 △12

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △101 △86

評価性引当額小計 △114 △99

繰延税金資産合計 629 722

繰延税金負債

土地再評価差額金 △109 △112

その他有価証券評価差額金 △68 △58

無形固定資産 △27 -

未認識退職給付債務即時認識額 △15 △11

その他 △8 △8

繰延税金負債合計 △230 △191

繰延税金資産(△は負債)純額 398 531

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度 (2024年７月31日) (単位：百万円)

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 3 2 2 1 1 7 19

評価性引当額 － △1 △1 △1 △1 △7 △13

繰延税金資産 3 1 1 0 － － (b) 6

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金19百万円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産6百万円を計上しておりま

す。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断し

評価性引当額を認識しておりません。

当連結会計年度 (2025年７月31日) (単位：百万円)

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 0 0 1 3 0 9 17

評価性引当額 - △0 △0 △0 △0 △9 △12

繰延税金資産 0 0 0 3 - - (b） 4

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金17百万円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産４百万円を計上しており

ます。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断

し評価性引当額を認識しておりません。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前連結会計年度

(2024年７月31日)

当連結会計年度

(2025年７月31日)

法定実効税率 30.5％ 30.5％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2 0.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.5 △0.3

住民税均等割 1.6 1.1

評価性引当金の増減 △119.0 △4.0

連結子会社の適用税率差異 1.8 1.6

税率変更による影響 － △1.8

その他 △0.3 △1.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △84.7 26.5

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社及び連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計

処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処

理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

４．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、

2026年４月１日以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年８月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰

延税金負債については、法定実効税率を30.46％から31.36％に変更し計算しております。

この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は８百万円増加

し、法人税等調整額が９百万円、その他有価証券評価差額金が１百万円、土地再評価差額金計額が３百万円、それぞ

れ減少しております。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

株式会社テレプラザの建物の賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年～39年と見積り、割引率は0.00％～0.83％を使用して資産除去債務の金額を計算して

おります。

３．当該資産除去債務の総額の増減
前連結会計年度

(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

期首残高 29百万円 29百万円

見積りの変更による増加額 － －

時の経過による調整額 0 0

資産除去債務の履行による減少額 － －

期末残高 29 29
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループにおけるセグメント別の顧客との契約及びその他の源泉から認識した収益の内訳は次のとおりであ

ります。

前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント その他
(注)

合計
信販事業 携帯電話事業

加盟店手数料 1,100 － － 1,100

物品販売 － 1,768 － 1,768

代理店手数料 － 780 － 780

その他 183 123 587 894

顧客との契約から生じる収益 1,284 2,672 587 4,544

包括信用購入あっせん 169 － － 169

個別信用購入あっせん 1,109 － － 1,109

信用保証 927 － － 927

融資 105 － － 105

家賃収入 － － 30 30

その他 80 － － 80

その他の収益 2,392 － 30 2,422

セグメント間の内部取引又は振替高 △50 △0 △24 △75

外部顧客に対する営業収益 3,626 2,671 593 6,891

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ホテル事業、介護・福祉事業、自

社クレジット事務代行事業等を含んでおります。

当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント その他
(注)

合計
信販事業 携帯電話事業

加盟店手数料 951 － － 951

物品販売 － 1,880 － 1,880

代理店手数料 － 939 － 939

その他 205 166 486 858

顧客との契約から生じる収益 1,157 2,986 486 4,630

包括信用購入あっせん 156 － － 156

個別信用購入あっせん 1,277 － － 1,277

信用保証 954 － － 954

融資 92 － － 92

家賃収入 － － 29 29

その他 31 － － 31

その他の収益 2,511 － 29 2,541

セグメント間の内部取引又は振替高 △0 △0 △14 △15

外部顧客に対する営業収益 3,668 2,986 501 7,156

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ホテル事業、介護・福祉事業、自

社クレジット事務代行事業等を含んでおります。
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項 （連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項） ４．会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 999 1,162

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 1,162 1,287

契約負債(期首残高) 10 5

契約負債(期末残高) 5 3

契約負債は、主に時の経過に応じて履行義務を充足したと判断し収益を認識する、信販事業におけるカード

年会費、その他事業におけるネットサービス利用料等のうち、期末時点において履行義務を充足していない残

高であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日)

当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、

記載を省略しております。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日)

当社グループでは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、

記載を省略しております。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。



80

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、各事業会社が運営している施設や事業所が提供しているサービスの類似性を考慮した事業別のセ

グメントから構成されており、「信販事業」及び「携帯電話事業」の２つを報告セグメントとしております。

「信販事業」及び「携帯電話事業」の内容につきましては、「第２ 企業の概況 ３ 事業の内容 (1) セグメント

内容」に記載のとおりであります。

２．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項) ４．会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」における記載と概ね同一であります。

３. 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント その他

(注)２
合計

調整額

(注)３

連結財務諸表

計上額

(注)４信販事業 携帯電話事業 計

営業収益 (注)１

外部顧客に対する営

業収益
3,626 2,671 6,297 593 6,891 － 6,891

セグメント間の内部

営業収益又は振替高
50 0 51 24 75 △75 －

計 3,676 2,672 6,349 617 6,967 △75 6,891

セグメント利益又は損

失(△)
200 175 376 43 420 △57 362

セグメント資産 42,921 878 43,799 389 44,189 △326 43,863

その他の項目

減価償却費 32 19 52 21 73 13 86

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
20 5 26 2 28 △3 24

(注) １．一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ホテル事業、介護・福祉事業、

自社クレジット事務代行事業等を含んでおります。

３．調整額は、セグメント間取引消去によるものです。

４．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

５．セグメント負債については、事業セグメントに負債を配分していないため記載しておりません。
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当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント その他

(注)２
合計

調整額

(注)３

連結財務諸表

計上額

(注)４信販事業 携帯電話事業 計

営業収益 (注)１

外部顧客に対する営

業収益
3,668 2,986 6,655 501 7,156 － 7,156

セグメント間の内部

営業収益又は振替高
0 0 0 14 15 △15 －

計 3,668 2,986 6,655 515 7,171 △15 7,156

セグメント利益又は損

失(△)
499 227 726 34 761 △2 758

セグメント資産 40,630 1,003 41,633 369 42,003 △231 41,772

その他の項目

減価償却費 27 19 46 16 62 8 71

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
34 4 39 7 46 △0 46

(注) １．一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ホテル事業、介護・福祉事業、

自社クレジット事務代行事業等を含んでおります。

３．調整額は、セグメント間取引消去によるものです。

４．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

５．セグメント負債については、事業セグメントに負債を配分していないため記載しておりません。
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【関連情報】

前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日)

１. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦以外の外部顧客に対する営業収益がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

株式会社ＮＴＴドコモ 2,168 携帯電話事業

当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日)

１. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦以外の外部顧客に対する営業収益がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

株式会社ＮＴＴドコモ 2,447 携帯電話事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他

（注）
全社・消去 合計信販

事業

携帯電話

事業
計

減損損失 0 － 0 0 － 1

(注)「その他」の金額は、介護・福祉事業に関するものであります。

当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他

（注）
全社・消去 合計信販

事業

携帯電話

事業
計

減損損失 － － － 74 － 74

(注)「その他」の金額は、自社クレジット事務代行事業に関するものであります。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日)

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 2023年８月１日 至 2024年７月31日)

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2024年８月１日 至 2025年７月31日)

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度

(自 2023年８月１日

至 2024年７月31日)

当連結会計年度

(自 2024年８月１日

至 2025年７月31日)

１株当たり純資産額 3,023.59円 3,354.73円

１株当たり当期純利益金額 674.24円 383.49円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 － 310.54円

(注) １．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

項目
前連結会計年度

(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)

当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)

１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 697 402

普通株主に帰属しない金額（百万円） 18 15

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（百万
円）

678 386

普通株式の期中平均株式数（株） 1,006,087 1,008,000

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（百万円） － 15

（うち優先配当額）（百万円） － (15)

普通株式増加数（株） － 286,942

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

Ｃ種優先株式
(発行済み株式数 80株)
なお、これらの詳細につい
ては、「第５ 発行者の状
況 １ 株式等の状況」に
記載のとおりであります。

－
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 24,300 21,100 1.2 －

１年以内に返済予定の長期借入金 2,952 3,397 1.0 －

１年以内に返済予定のリース債務 15 14 － －

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く)

7,467 8,570 1.1
2026年９月から
2030年６月まで

リース債務(１年以内に返済予定の
ものを除く)

28 27 －
2026年８月から
2031年６月まで

合計 34,763 33,109 － －

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結

貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返

済予定額の総額

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 5,581 1,638 970 380

リース債務 11 8 5 1

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省

略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第７ 【外国為替相場の推移】

該当事項はありません。
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第８ 【発行者の株式事務の概要】

事業年度 毎年８月１日から翌年７月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 毎年７月31日

株券の種類 －

剰余金の配当の基準日 毎年１月31日、毎年７月31日

１単元の株式数 普通株式100株、Ｃ種優先株式１株

単元未満株式の買取り

取扱場所 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。

ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日

本海新聞に掲載して行うこととしております。

当社の公告掲載ＵＲＬは次のとおりです。

https://www.towarise.jp

株主に対する特典 なし

(注) １．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

２．当社のＣ種種類株式は譲渡制限株式であり、これを譲渡により取得するには取締役会の承認が必要になりま

す。
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第二部 【特別情報】

第１ 【外部専門家の同意】
該当事項はありません。
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第三部 【当該有価証券以外の有価証券に関する事項】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

2025年10月27日

株式会社トワライズ

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 泉 淳一

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 角 真一

監査意見

当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第３項の規定に

基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トワライズの2024年８月１日から2025年７月31

日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主

資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記

及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社トワライズ及び連結子会社の2025年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、発行者情報に含まれる情報のうち、連結財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営

者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容

の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

（注）上記の監査報告書の原本は当社（発行者情報提出会社）が別途保管しております。


